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近
代
樺
太
の
地
名
選
定
と
研
究
史

鈴

木

仁

要

旨
本
論
は
、
樺
太
に
お
け
る
地
名
選
定
と
、
そ
の
後
の
地
名
研
究
の
活
動
か
ら
、
日
本
領
に
再
構
築
さ
れ
る
樺
太
で
の
日
本
人
の
領
土
意
識
を
考

察
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
節
で
は
、
幕
府
や
開
拓
使
に
お
け
る
樺
太
の
地
名
の
取
り
扱
い
を
ま
と
め
た
。
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
漢
字
表
記
し
た
行
政
地
名
化
は
北
海
道

で
実
施
さ
れ
、
開
拓
使
・
北
海
道
庁
や
各
支
庁
に
よ
る
選
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
樺
太
で
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
「
樺
太
州
各
所
地
名
」

が
定
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
各
地
の
表
記
が
整
理
さ
れ
る
前
に
、
明
治
八
年
の
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
条
約
（
樺
太
千
島
交
換
条
約
）
に
よ
り
島

の
全
域
は
ロ
シ
ア
帝
国
領
と
な
っ
た
。

第
二
節
で
は
、
日
露
戦
争
中
に
樺
太
を
占
領
し
た
現
地
の
部
隊
に
よ
る
地
名
改
称
と
、
こ
れ
に
対
す
る
地
理
・
歴
史
学
者
た
ち
の
反
応
を
ま
と

め
た
。
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
七
月
に
占
領
が
進
め
ら
れ
た
ロ
シ
ア
領
サ
ハ
リ
ン
（
樺
太
）
に
は
、
勝
利
を
記
念
し
て
地
名
が
付
け
ら
れ

た
が
、
北
海
道
に
も
あ
る
ア
イ
ヌ
語
地
名
が
樺
太
で
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
反
対
す
る
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

第
三
節
で
は
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
四
月
に
開
設
さ
れ
た
樺
太
庁
に
よ
る
地
名
選
定
事
業
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
一
部
に
意
訳
や
日
本

語
地
名
の
新
た
な
設
置
も
あ
る
が
、
選
定
の
基
本
方
針
は
ロ
シ
ア
語
地
名
を
排
除
し
、
原
名
と
な
る
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
調
べ
、
そ
の
語
音
の
漢
字

表
記
と
し
て
い
る
。
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
八
月
に
、
樺
太
で
郡
町
村
が
編
制
さ
れ
る
と
、
広
域
地
名
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

第
四
節
は
地
名
研
究
史
と
し
た
。
樺
太
の
地
名
に
は
多
様
な
民
族
と
歴
史
変
遷
に
よ
り
、
ア
イ
ヌ
語
以
外
の
言
語
も
影
響
し
て
い
る
た
め
、
島

内
で
は
歴
史
研
究
の
資
料
と
し
て
調
査
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
そ
の
調
査
活
動
の
な
か
か
ら
、
昭
和
期
に
は
広
ま
っ
た
郷
土
研
究
に
よ
り
、

異
文
化
で
あ
っ
た
ア
イ
ヌ
語
が
郷
土
の
文
化
と
し
て
研
究
さ
れ
る
過
程
を
ま
と
め
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
樺
太
郷
土
会
か
ら
発
行
さ
れ
た

『
樺
太
の
地
名
』
を
日
本
人
住
民
に
よ
る
一
つ
の
成
果
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
加
え
て
戦
後
の
出
身
者
に
よ
る
ア
イ
ヌ
語
地
名
研
究
の
見
直
し
や
、

郷
土
の
記
憶
と
し
て
資
料
化
さ
れ
た
こ
と
も
補
足
し
た
。

― ―1

10.14943/rjgsl.16.r 1

た★★ノンブルは第６号から算用数字になりまし



は
じ
め
に

本
論
は
、
日
本
領
の
南
樺
太
で
使
用
さ
れ
た
地
名
の
選
定
と
、
島
内
に
お
け

る
地
名
研
究
の
活
動
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
幕
末
期
に
ロ
シ
ア
帝
国
と
の

外
交
折
衝
に
よ
り
日
本
側
の
領
土
意
識
が
高
め
ら
れ
た
樺
太
・
サ
ハ
リ
ン
島
で

あ
っ
た
が
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
ロ
シ
ア
帝
国
領
と
な
り
、
日
露
戦
争

後
、
南
半
部
が
領
土
に
編
入
さ
れ
た
。
先
住
民
の
居
住
地
で
あ
り
、
日
本
側
に

と
っ
て
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
交
易
地
、
ロ
シ
ア
人
と
の
「
雑
居
地
」
の
歴
史
を
持

つ
地
域
で
あ
っ
た
が
、
日
本
領
と
し
て
新
た
に
構
築
さ
れ
る
国
土
に
は
、
ア
イ

ヌ
語
地
名
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
た
。

本
論
で
は
地
名
選
定
に
至
る
変
遷
と
、
樺
太
に
お
い
て
ア
イ
ヌ
語
を
地
名
研

究
と
し
て
取
り
組
ん
だ
人
々
の
研
究
経
緯
を
明
ら
か
に
し
、
近
代
に
お
け
る
樺

太
へ
の
日
本
人
の
領
土
意
識
を
考
え
た
い
。

な
お
、
資
料
の
引
用
に
あ
た
り
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
が
、
資
料
名
、
人

名
は
一
部
を
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。
ま
た
年
次
は
資
料
と
の
照
合
か
ら
和
暦
を

主
と
し
、
西
暦
を
補
足
し
て
い
る
。

第
一
節

幕
府
、
開
拓
使
に
よ
る
地
名
の
扱
い

幕
府
の
北
方
政
策
に
お
け
る
課
題
と
な
っ
て
い
た
樺
太
・
サ
ハ
リ
ン
島
は
、

文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
は
公
称
を
「
北
蝦
夷
」
と
し
、
ア
イ
ヌ
語
の
地
名

は
、
江
戸
期
の
調
査
活
動
や
警
備
に
あ
た
っ
た
幕
府
・
諸
藩
の
記
録
な
ど
で
、

蝦
夷
地
と
同
様
に
片
仮
名
や
漢
字
の
当
て
字
で
表
記
さ
れ
て
い
た
１

。

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
二
月
に
蝦
夷
地
は
幕
府
直
轄
と
な
り
、
箱
館
奉
行

堀
利
煕
は
老
中
に
北
方
地
域
の
「
地
名
等
御
選
定
」
を
上
申
す
る
。
そ
の
理
由

に
「
北
蝦
夷
地
ク
シ
ユ
ン
コ
タ
ン
を
も
、
ア
イ
ハ
と
呼
候
」
と
樺
太
南
部
の
要

地
で
あ
る「
ク
シ
ユ
ン
コ
タ
ン
」（
九
春
古
丹
、
久
春
古
丹
、
楠
渓
な
ど
と
表
記
）

が
、
ロ
シ
ア
側
で
は
「
ア
ニ
ワ
」（A

n
iw
a

）
の
地
名
で
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
事

例
に
あ
げ
、
日
本
領
を
主
張
す
る
た
め
に
地
名
の
整
備
を
提
言
し
て
い
る
２

。

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）、
蝦
夷
地
か
ら
「
北
海
道
」
へ
の
改
称
と
と
も
に
、

松
浦
武
四
郎
の
建
議
に
よ
り
「
樺
太
」
が
公
称
と
な
っ
た
。
北
海
道
に
は
国
郡

が
設
定
さ
れ
、
郡
名
に
は
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
音
を
基
に
漢
字
二
字
で
の
表
記
が

進
め
ら
れ
た
が
、
樺
太
で
は
ロ
シ
ア
と
の
国
境
が
画
定
さ
れ
て
い
な
い「
雑
居
」

状
態
の
た
め
、
日
本
側
の
行
政
制
度
を
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
。
明

治
三
年
閏
十
月
に
民
部
省
地
理
戸
籍
掛
か
ら
「
北
蝦
夷
地
樺
太
」
の
「
地
名
御

唱
替
並
国
分
相
成
候
哉
」
と
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
開
拓
使
は
「
昨
秋
中

全
島
ヲ
樺
太
州
ト
被
候
得
共
国
分
郡
界
ノ
義
ハ
魯
人
等
雑
居
ノ
地
ニ
付
未
タ
御

撰
定
不
相
成
義
ニ
有
之
候
」
と
回
答
し
て
い
る
３

。

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
七
日
に
樺
太
支
庁
事
務
章
程
が
布
達
さ
れ
、

各
地
に
出
張
所
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
に
付
随
し
て
地
名
の
査
定
が
行
わ
れ
、

同
年
十
一
月
に
「
樺
太
州
各
所
地
名
」
が
定
め
ら
れ
た
。
幕
末
期
に
使
わ
れ
た

漢
字
表
記
も
取
り
入
れ
、
出
張
所
や
漁
場
を
中
心
に
十
一
ヵ
所
の
漢
字
表
記
が

規
定
さ
れ
た
が
、「
此
ノ
外
ノ
地
名
ハ
片
仮
字
ヲ
以
テ
記
ス
」と
さ
れ
た
４

。（
表

１
参
照
）

明
治
八
年
の
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
条
約
（
樺
太
千
島
交
換
条
約
）
に
よ

り
島
の
全
域
が
ロ
シ
ア
帝
国
領
と
な
る
と
、
各
地
の
地
名
は
一
部
に
ア
イ
ヌ
語

北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

研
究
論
集

第
十
六
号
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地
名
を
残
し
、
ロ
シ
ア
側
が
使
用
し
て
い
る
地
名
が
日
本
で
も
片
仮
名
・
漢
字

表
記
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
。

第
二
節

日
露
戦
争
中
の
地
名
改
称

１
）
現
地
部
隊
に
よ
る
地
名
の
改
称

日
露
戦
争
に
お
い
て
樺
太
は
二
度
、
戦
地
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
明
治
三
十
七

年
（
一
九
〇
四
）
八
月
二
十
日
に
、
黄
海
海
戦
後
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
へ
逃
れ

よ
う
と
し
た
ロ
シ
ア
の
巡
洋
艦
ノ
ヴ
ィ
ー
ク
が
、追
走
し
て
き
た
巡
洋
艦
千
歳
、

対
馬
と
樺
太
の
コ
ル
サ
コ
フ
沖
で
海
戦
に
な
り
、
ノ
ヴ
ィ
ー
ク
の
座
礁
で
日
本

は
戦
果
を
あ
げ
た
。

樺
太
占
領
作
戦
が
実
行
さ
れ
る
直
前
の
明
治
三
十
八
年
六
月
三
十
日
に
は
、

海
軍
水
路
部
の
告
示
に
よ
り
「
韃
靼
海
峡
ト
ア
ル
ヲ
間
宮
海
峡
」
に
、「
黒
龍
海

湾
ト
ア
ル
ヲ
間
宮
海
峡
北
部
」
に
改
称
さ
れ
、
海
峡
全
域
が
間
宮
海
峡
と
な
っ

た
６

。
明
治
三
十
八
年
七
月
七
日
、
樺
太
占
領
作
戦
で
陸
軍
第
十
三
師
団
が
上
陸
す

る
と
、
南
部
の
占
領
地
で
は
ロ
シ
ア
語
の
地
名
が
、
現
地
の
部
隊
に
よ
り
改
称

さ
れ
た
。島
南
部
の
玄
関
口
で
あ
る
コ
ル
サ
コ
フ
港
を
竹
内
正
策
少
将
か
ら「
竹

内
港
」
に
、
隣
接
す
る
集
落
地
に
は
明
治
六
年
に
選
定
さ
れ
た
「
大
泊
」
を
採

用
し
て
「
大
泊
村
」
と
し
た
他
は
、
内
陸
部
の
集
落
地
の
「
ウ
ラ
ジ
ミ
ロ
フ
カ
」

を
晴
気
市
三
少
佐
の
姓
か
ら
「
晴
気
村
」、
上
陸
後
の
初
め
て
の
宿
泊
地
を
「
初

泊
村
」
と
し
、
占
領
し
た
日
に
因
ん
だ
「
八
日
市
村
」「
十
日
市
村
」
な
ど
も
あ

る
。
こ
れ
ら
は
陸
軍
省
よ
り

告
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
現
地
で
の
地
名
改
称
が

戦
況
と
と
も
に
新
聞
・
雑
誌

に
よ
り
報
道
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。（
表
２
参
照
）

東
京
地
学
協
会
の
機
関
誌

『
地
学
雑
誌
』に
は
、
地
理
学

者
田
中
阿
歌
麻
呂
８

に
よ
り

改
称
さ
れ
た
地
名
の
由
来
が

紹
介
さ
れ
る
が
、田
中
は「
改

称
は
当
代
勲
功
者
に
因
み
た

る
も
の
に
し
て
樺
太
占
領
史

上
に
は
其
要
を
得
た
り
然
り

と
雖
ダ
ル
ニ
ー
を
大
連
と
改

鈴
木

近
代
樺
太
の
地
名
選
定
と
研
究
史

表
１

開
拓
使
に
よ
る
明
治
六
年
の
地
名
選
定
５

地名 読み

楠渓 クシユンコタン

大泊 ヲホトマリ

函泊 ハツコトマリ

小實 チベシャニ

撓淵 トウブツ

東富内 ヒガシトンナイ

榮濱 サカエハマ

東白 ヒガシシララオロ

輪在 ワアレ

登穂 ノボリホ

捲渓 マクンコタン

静河 シスカ

鵜城 ウショロ

幌渓 ホロコタン

礼弥泊 レヤトマリ

得高 ルウタカ

煤谷 ススヤ

泊居内 トマリオンナイ

海浦 ウンラ

白主 シラヌシ

旧称（ロシア帝国領） 改称 由来

サウ子パーチ 初泊村 上陸直後の宿泊地

ポロアシトマリ 大泊村 意訳

コルサコフ 竹内港 竹内正策少将

メレヤ 命令谷村 漢字表記

ベールワーヤバーチ 八日市村 占領した日

ソロイヨフカ 十日市村 占領した日

ハムトフカ 本深村 漢字表記

ウラジミローフスク 晴氣村 晴気市三少佐

ノウアレクサンドルスコイ 小島村 小島鐐太郎少佐

バサシヤエラニ 槇田村 槇田中尉

ブリジー子ー 白水村 白水政恒少尉

トロイチコイ 向井村 向井齊輔中佐

ダリネー 西久保村 西久保豊一郎少佐

表
２

陸
軍
の
地
名
改
称
７
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め
韃
靼
海
峡
を
間
宮
海
峡
に
改
め
た
る
に
比
し
是
等
の
改
称
が
其
地
理
学
的
価

値
の
少
な
き
を
吾
人
は
切
に
遺
憾
と
す
る
も
の
な
り
」
と
、
占
領
作
戦
に
依
拠

し
た
命
名
方
法
を
問
題
視
し
て
い
る
９

。

地
名
改
称
は
、
樺
太
戦
役
で
北
遣
艦
隊
を
派
遣
し
て
い
た
海
軍
で
も
、
海
図

と
水
路
誌
を
編
纂
す
る
水
路
部
10

に
よ
り
行
な
わ
れ
て
お
り
、
先
述
し
た「
間
宮

海
峡
」
の
改
称
後
、
陸
軍
が
ウ
ラ
ジ
ミ
ロ
フ
カ
郊
外
で
ロ
シ
ア
軍
の
主
力
と
対

峙
し
た
七
月
十
二
日
に
、
海
軍
水
路
部
か
ら
の
告
示
に
よ
る
地
名
の
改
称
が
発

表
さ
れ
た
。
改
称
は
「
薩
哈
嗹
島
」（
サ
ガ
レ
ン
島
）
を
「
樺
太
」
に
す
る
こ
と

と
、
水
路
部
が
管
轄
す
る
湾
や
岬
、
島
、
岩
礁
の
地
名
を
対
象
と
し
た
。
湾
と

岬
に
は
新
規
の
名
称
が
付
け
ら
れ
、
巡
洋
艦
ノ
ヴ
ィ
ー
ク
と
の
海
戦
を
記
念
し

て
艦
名
か
ら
「
千
歳
湾
」
と
「
対
馬
岬
」
が
、
千
歳
に
副
長
と
し
て
乗
艦
し
て

い
た
東
伏
見
宮
依
仁
親
王
か
ら「
東
伏
見
宮
湾
」、
北
遣
艦
隊
の
司
令
官
片
岡
七

郎
中
将
か
ら
「
片
岡
岬
」「
七
郎
湾
」
が
誕
生
し
、
宗
谷
海
峡
に
伸
び
る
二
つ
の

岬
は
、
近
藤
重
蔵
11

の
名
前
か
ら
「
近
藤
岬
」「
重
蔵
岬
」
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら

に
は
ア
イ
ヌ
語
の
名
称
が
あ
っ
た
が
、
告
示
で
は
ロ
シ
ア
帝
国
領
時
代
の
旧
称

に
一
括
さ
れ
、
近
藤
岬
は
「C
ap
e K

rilo
n

（C
.N
o
to
ro

）」（
ク
リ
リ
オ
ン
岬
・

ノ
ト
ロ
岬
）
か
ら
、
重
蔵
岬
は
「C

ap
e S
ireto

k
o

（C
.A
n
iw
a

）」（
シ
レ
ト
コ

岬
・
ア
ニ
ワ
岬
）
か
ら
の
改
称
と
な
っ
た
12

。

表
３
参
照
）

八
月
五
日
に
は
海
軍
水
路
部
は
告
示「
樺
太
コ
ル
サ
コ
フ
の
改

」（
第
一
六

八
三
号
第
四
八
二
一
項
『
官
報
』
六
六
三
〇
号
）
に
よ
り
、「
コ
ル
サ
コ
フ
又
は

コ
ル
サ
ブ
ス
ク
と
あ
る
を
九
春
古
丹
と
改

す
」と
発
表
さ
れ
た
。「
九
春
古
丹
」

は
幕
末
期
に
日
本
側
が
使
用
し
た
「
ク
シ
ュ
ン
コ
タ
ン
」
の
漢
字
表
記
の
一
つ

で
あ
っ
た
が
、
前
述
の
地
理
学
者
田
中
阿
歌
麻
呂
が
「
こ
ヽ
に
注
意
す
可
き
は

過
半
樺
太
軍
が
、
此
地
を
竹
内
港
と
改
め
れ
る
に
拘
ら
ず
、
海
軍
水
路
部
は
斯

の
如
く
改

せ
り
」13
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
陸
軍
の
「
竹
内
港
」
と
重
複

す
る
地
域
で
も
あ
っ
た
。

だ
が
、
陸
軍
に
よ
る
改
称
は
全
島
占
領
か
ら
一
週
間
が
経
っ
た
八
月
七
日
に

却
下
さ
れ
る
。
樺
太
の
占
領
統
治
の
た
め
、
法
整
備
を
進
め
る
第
十
三
師
団
で

表
３

海
軍
水
路
部
の
地
名
改
称

旧称（ロシア帝国領） 改称 由来

韃靼海峡 間宮海峡 間宮林蔵

黒龍海灣 間宮海峡北部 間宮林蔵

Aniwa bay 東伏見灣 東伏見宮依仁親王

Lososei bay 千歳灣 艦名・千歳

Patience bay 七郎灣 片岡七郎中将

Enduma point 對馬岬 艦名・対馬

Cape Krilon（Cape Notoro） 近藤岬 近藤重蔵

Cape Sire toko（Cape Aniwa） 重藏岬 近藤重蔵

Cape Patience（忍耐岬） 片岡岬 片岡七郎中将

Todomoshisi（Moneron I） 海馬島 日本語訳

Opasnost rock（Dangerous rock） 二丈岩 日本語訳

Sivuchi rock 海豹岩 日本語訳

Robben island 海豹島 日本語訳
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は
、
参
謀
次
長
へ
地
名
改
称
の
確
認
を
求
め
る
が
、「
樺
太
地
名
改
称
方
竹
内
少

将
ヨ
リ
申
出
シ
趣
ヲ
以
テ
参
謀
次
長
ヨ
リ
本
省
ノ
意
見
ヲ
求
メ
来
リ
シ
カ
地
図

上
記
載
ノ
地
名
ヲ
占
領
軍
隊
ニ
於
テ
妄
リ
ニ
改
称
ス
ル
ヲ
許
可
セ
サ
ル
」
の
回

答
が
陸
軍
次
官
よ
り
発
せ
ら
れ
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
14

。
そ
の
た
め
同
日
に

出
さ
れ
た
陸
軍
省
告
示
第
十
五
号
「
樺
太
島
漁
業

規
則
」
や
第
十
六
号
「
樺

太
島
出
入
船
舶
及
、
渡
航
者
規
則
」（
官
報
第
六
六
三
一
号
）に
お
い
て
、
ロ
シ

ア
語
地
名
を
使
用
し
て
お
り
、
田
中
阿
歌
麻
呂
も
「
依
然
コ
ル
サ
コ
ウ
フ
の
名

を
用
ゐ
居
れ
り
、
さ
れ
ば
此
改
名
は
陸
軍
部
内
に
於
て
も
一
般
に
用
ゐ
ざ
る
も

の
な
る
か
」15
と
、
現
地
の
陸
軍
が
改
称
し
た
地
名
は
、
公
式
な
も
の
で
は
な
い

と
判
断
し
て
い
る
。

２
）
ア
イ
ヌ
語
地
名
改
称
へ
の
疑
問

陸
軍
の
地
名
改
称
が
無
効
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
海
軍
は
、
海
図
・
水
路
誌

に
反
映
さ
れ
る
た
め
、
航
海
保
安
上
は
正
式
な
名
称
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
地

名
改
称
へ
の
疑
問
も
海
軍
水
路
部
に
向
け
ら
れ
る
。

批
判
は
ま
ず
、
樺
太
に
来
島
し
て
い
な
い
近
藤
重
蔵
を
由
来
と
し
た
こ
と
か

ら
始
ま
っ
た
。
歴
史
学
者
外
崎
覚
は
、「
実
地
の
功
あ
る
人
々
を
差
置
て
、
近
藤

の
名
を
二
ヶ
処
ま
で
付
る
と
い
ふ
事
は
、
可
笑
し
い
」
こ
と
か
ら
、
発
表
直
後

に
参
謀
本
部
の
横
井
忠
直
と
内
閣
書
記
官
の
多
田
好
問
に
そ
の
誤
謬
を
伝
え

た
。
横
井
か
ら
は
「
海
軍
省
丈
に
て
名
付
け
た
も
の
で
、
陸
軍
省
に
て
は
矢
張

り
元
の
名
を
唱
え
て
居
る
」
と
の
回
答
を
得
た
が
、
近
藤
重
蔵
の
事
績
に
つ
い

て
は
誤
っ
た
認
識
が
広
ま
っ
て
い
た
16

。

た
だ
し
、
近
藤
重
蔵
に
つ
い
て
、
樺
太
を
含
む
北
方
開
発
の
先
駆
者
と
し
て

顕
彰
す
る
声
も
あ
り
、
地
学
・
地
理
学
者
の
小
川
琢
治
17

は
、
地
理
学
者
が
探
険

事
業
だ
け
で
な
く
「
重
大
な
る
著
作
者
の
紀
念
の
為
め
に
名
け
ら
れ
し
」
事
例

を
あ
げ
、
近
藤
重
蔵
の
編
纂
し
た
『
辺
要
分
界
図
考
』
の
評
価
か
ら
「
樺
太
に

関
す
る
一
大
著
者
と
し
て
紀
念
さ
る
べ
き
」
と
水
路
部
の
決
定
に
賛
意
を
述
べ

て
い
る
18

。

海
軍
で
は
、
責
任
者
で
あ
る
水
路
部
長
の
肝
付
兼
行
少
将
が
、
告
示
か
ら
五

日
後
の
七
月
十
七
日
に
、
京
都
市
教
育
会
で
の
戦
時
講
話
に
お
い
て
地
名
改
称

の
経
緯
を
、「
露
西
亜
人
の
附
し
た
る
地
名
の
記
憶
に
便
な
ら
ざ
る
よ
り
古
来
樺

太
探
検
に
功
績
あ
る
人
名
を
挙
げ
て
之
に
換
へ
た
る
次
第
」
と
説
明
し
て
い
る

が
、
近
藤
重
蔵
が
選
ば
れ
た
理
由
は
示
さ
れ
ず
、
陸
軍
と
同
じ
く
戦
勝
記
念
で

付
け
た
地
名
に
は
「
軍
令
部
よ
り
も
色
々
注
文
あ
り
て
古
人
の
み
な
ら
ず
這
回

の
大
海
戦
に
大
功
を
彰
は
せ
ら
れ
た
る
東
伏
見
宮
殿
下

其
参
加
し
た
る
対
馬

千
歳
等
の
艦
名
を
用
ふ
る
に
至
り
た
る
訳
な
り
」
と
あ
る
。
ま
た
先
に
改
称
を

告
示
し
た
間
宮
海
峡
に
つ
い
て
は
、「
世
界
共
通
の
呼
称
に
し
て
我
も
之
に
賛
同

し
た
る
に
過
ぎ
ず
」と
、
他
の
地
名
と
は
理
由
が
違
う
こ
と
も
補
足
し
て
お
り
、

地
名
選
定
に
お
け
る
基
準
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
水
路
に
関
す
る
地
名
は

一
切
土
人
の
煩
雑
な
る
旧
称
を
廃
し
追
て
新
地
名
に
変
更
せ
ら
る
べ
し
」
と
新

た
な
改
称
の
追
加
も
う
か
が
わ
せ
て
い
る
19

。

し
か
し
こ
の
頃
に
は
、
新
聞
紙
面
で
は
、
近
藤
重
蔵
を
地
名
の
由
来
に
し
た

こ
と
に
加
え
、
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
改
称
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
も
挙
げ
ら
れ
た
。

七
月
十
四
日
付
の
新
聞
『
日
本
』
で
は
、
記
者
松
本
道
別
に
よ
る
「
地
理
学
上

の
一
恨
事
」
が
発
表
さ
れ
、
近
藤
重
蔵
が
千
島
列
島
で
の
「
豪
快
な
る
偉
業
」

に
比
べ
「
彼
が
実
地
唐
太
経
営
の
探
究
に
従
事
せ
し
を
聞
か
ず
」
と
し
、
ま
た
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重
蔵
岬
の
旧
称
で
あ
っ
た
「
シ
レ
ト
コ
」
は
「
北
海
道
北
見
国
の
東
端
に
も
其

称
あ
り
北
地
に
は
珍
し
か
ら
ぬ
地
名
」
で
あ
り
「
今
日
我
が
占
領
に
帰
し
た
り

と
て
別
段
の
支
障
な
き
限
り
は
態
々
改
称
の
必
要
な
か
る
べ
し
」と
指
摘
し
た
。

七
月
十
八
日
付
『
時
事
新
報
』
で
も
「
樺
太
地
名
改
称
に
就
て
」
が
掲
載
さ

れ
、「
某
氏
の
説
に
曰
く
」
と
し
て
、「
先
日
改
称
せ
し
ア
ニ
ワ
、
ノ
ト
ロ
、
シ

レ
ト
コ
の
如
き
は
露
語
に
あ
ら
ず
し
て
ア
イ
ヌ
語
な
り

露
人
の
暴
虐
を
免
れ

て
今
日
ま
で
三
十
年
間
保
存
す
る
を
得
た
り
し
ア
イ
ヌ
語
の
地
名
に
ア
イ
ヌ
人

種
全
部
を
臣
民
と
し
て
包
括
す
る
日
本
が
占
領
早
々
改
名
す
る
と
は
何
た
る
奇

観
ぞ
」
と
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
「
ア
イ
ヌ
語
の
地
名
命
名
は
其
土
地
の
性
質

を
的
確
に
表
示
し
若
し
く
は
彼
等
の
歴
史
を
表
示
し
居
る
こ
と
勿
論
に
し
て
且

つ
古
き
地
名
は
古
代
人
種
分
布
を
探
知
す
る
唯
一
の
資
料
な
る
を
以
て
人
類
学

者
、
博
言
学
者
の
意
見
を
聞
き
て
之
を
保
存
」
す
る
よ
う
に
注
意
を
促
し
て
い

る
。七

月
二
十
七
・
二
十
八
日
に
は
歴
史
学
者
の
岡
部
精
一
20

が
『
読
売
新
聞
』
に
、

「
一
家
言

樺
太
の
地
名
改
称
に
つ
い
て
」を
発
表
す
る
。
岡
部
は
樺
太
で
の
戦

果
を
喜
び
な
が
ら
も
「
独
り
吾
人
の
怪
訝
に
堪
へ
ざ
り
し
は
、
ノ
ト
ロ
、
シ
レ

ト
コ
両
岬
を
始
め
二
三
の
地
名
が
い
つ
し
か
新
称
を
帯
び
て
其
公
報
中
に
現
は

れ
来
り
し
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
、
占
領
作
戦
の
最
中
で
あ
る
た
め
「
密
か

に
以
て
遺
憾
」
と
し
て
い
た
が
、
先
述
の
『
日
本
』
や
『
時
事
新
報
』
の
記
事

を
読
み
、「
世
に
は
同
感
の
士
も
亦
少
な
か
ら
ず
」と
知
り
、
近
藤
重
蔵
の
名
前

を
つ
け
る
こ
と
の
疑
問
や
、
ア
イ
ヌ
語
の
地
名
を
生
か
す
こ
と
を
提
案
し
、「
露

人
に
因
て
創
め
て
命
名
せ
ら
れ
た
る
も
の
ゝ
み
を
改
む
る
を
以
て
事
足
れ
り
と

す
」
と
し
た
21

。

『
朝
日
新
聞
』で
は
地
名
改
称
の
告
示
以
降
、
樺
太
で
の
戦
争
経
過
と
と
も
に

近
藤
重
蔵
の
事
跡
を
紹
介
し
て
お
り
、
七
月
二
十
三
日
か
ら
は
最
上
徳
内
か
ら

近
藤
・
間
宮
へ
と
続
く
北
方
探
検
家
の
伝
記
の
連
載
を
始
め
た
。
そ
の
連
載
の

途
中
で
担
当
者
の
三
澤
荼
毘
庵
は
「
精
査
し
た
る
に
重
蔵
は
樺
太
の
地
に
は
一

回
も
否
一
歩
も
投
じ
た
る
事
が
全
く
無
い
と
い
ふ
事
実
を
発
見
」
し
、
二
十
八

日
に
掲
載
さ
れ
た
「
近
藤
重
蔵
或
問
」
で
は
「
当
局
に
於
て
最
も
慎
重
な
る
選

考
を
尽
く
し
て
貰
ひ
度
も
の
で
あ
る
」
と
不
満
を
述
べ
て
い
る
。
八
月
十
日
の

同
紙
「
樺
太
地
名
改
称
笑
話
」
の
記
事
で
は
、
責
任
者
の
無
知
を
疑
っ
て
い
る
。

七
月
二
十
七
日
に
樺
太
北
部
の
占
領
に
至
る
と
、
参
謀
本
部
内
に
は
樺
太
民

政
事
務
所
が
置
か
れ
、「
占
領
地
民
政
署
ノ
職
員
ニ
関
ス
ル
件
」（
勅
令
第
一
五

六
号
）22
に
基
づ
き
民
政
署
組
織
が
準
備
さ
れ
た
。
八
月
十
九
日
、
民
政
長
官
と

し
て
樺
太
に
赴
任
す
る
熊
谷
喜
一
郎
に
、
歴
史
地
理
学
者
坪
井
九
馬
三
23

は
、
書

簡
を
送
り
、「
第
一
に
注
意
し
て
貰
い
た
い
の
は
土
着
の
人
民
の
古
来
よ
り
用
ゐ

来
れ
る
名
称
を
成
る
べ
く
其
ま
ゝ
に
用
ゐ
て
貰
い
た
い
」
と
慎
重
を
求
め

た
24

。
坪
井
は
「
土
着
民
は
北
の
ギ
リ
ヤ
ー
ク
と
南
の
ア
イ
ノ
」
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
言
語
に
よ
る
地
名
を「
つ
と
め
て
之
を
保
存
せ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」

と
述
べ
、
表
記
に
つ
い
て
は
「
北
海
道
の
地
名
に
勝
手
気
儘
な
漢
字
を
あ
て
は

め
、
読
み
憎
く
、
し
か
た
な
き
も
の
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
樺
太
地
名
は
悉
く

漢
字
を
止
め
て
仮
名
綴
に
し
て
欲
し
い
」
と
提
案
し
て
い
る
。

樺
太
民
政
署
は
地
名
改
称
を
行
わ
ず
、
同
年
十
一
月
に
北
緯
五
十
度
以
南
が

日
本
領
と
な
っ
た
後
も
、
ロ
シ
ア
帝
国
領
時
代
の
地
名
を
片
仮
名
表
記
で
使
用

し
て
い
る
。
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第
三
節

樺
太
庁
の
地
名
選
定

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
四
月
一
日
、
樺
太
庁
が
開
設
さ
れ
、
樺
太
民
政

署
か
ら
行
政
事
務
が
引
き
継
が
れ
た
。
占
領
地
で
は
な
く
、
日
本
領
と
し
て
の

地
方
行
政
を
始
め
た
樺
太
庁
に
、「
在
来
の
呼
称
の
多
く
は
露
国
名
が
重
で
あ
つ

た
等
の
関
係
か
ら
此
際
南
樺
は
我
国
の
領
土
也
と
言
ふ
感
念
を
一
般
に
與
え
而

し
て
名
称
の
如
き
も
全
然
日
本
的
に
改
正
す
る
の
必
要
は
當
に
迫
つ
て
居
る
の

で
は
な
い
か
と
の
議
」25
が
起
り
、
同
年
六
月
に
樺
太
地
名
調
査
会
が
発
足
す

る
。樺

太
地
名
調
査
会
は
樺
太
庁
第
一
部
長
の
事
務
官
尾
崎
勇
次
郎
が
中
心
と
な

り
、
水
産
課
長
の
技
師
和
田
健
蔵
が
「
全
体
の
地
名
に
就
て
及
び
重
に
海
岸
地

又
は
漁
場
名
の
調
査
」
を
、
拓
殖
課
長
の
技
師
栃
内
壬
五
郎
が
「
島
内
各
部
落

農
村
等
の
地
名
に
就
て
の
調
査
」
を
、
通
訳
小
笠
原
鍵
が
「
露
語
及
び
土
人
各

等
の
調
査
」
を
担
当
し
た
。
そ
の
他
、
嘱
託
の
結
城
琢
が
「
樺
太
に
関
す
る
旧

記
其
他
参
考
事
項
の
調
査
」
を
、
技
手
の
剣
持
修
逸
が
「
本
会
に
関
す
る
議
事

材
料
の
蒐
集
其
他
の
事
務
」
を
担
当
し
、
水
産
課
技
手
柳
川
振
、
嘱
託
山
田
健

之
助
が
加
え
ら
れ
構
成
さ
れ
た
26

。

樺
太
地
名
調
査
会
で
は
、
改
正
に
あ
た
り
次
の
地
名
調
査
の
方
針
を
決
め
て

い
る
27

。
地
名
調
査
方
針

一
、
地
名
を
選
挙
す
べ
き
箇
所

（
イ
）
市
邑
、
村
落
、
駅
逓

（
ロ
）
河
川
、
湖
沼
、
山
嶽
、
島
嶼
、
岩
礁
の
著
名
な
る
も
の
及
特
に
記

名
を
必
要
と
す
る
も
の

（
ハ
）
港
湾
、岬
角
の
著
名
な
る
も
の
及
び
特
に
記
名
を
必
要
と
す
る
も

の

（
ニ
）
特
許
漁
場
其
他
鉱
山
、森
林
等
の
為
め
記
名
を
必
要
と
す
る
も
の

二
、
地
名
選
定
の
方
法

（
イ
）
露
人
の
附
し
た
る
露
語
名
は
之
を
省
く
事

而
し
て
之
に
代
る

べ
き
土
人
名
（
ア
イ
ヌ
語
）
本
邦
名
（
本
邦
語
）
の
明
ら
か
な
ら

ざ
る
場
合
は
新
た
に
地
名
を
選
定
す
る
事

（
ロ
）
土
人
名
（
ア
イ
ヌ
語
）
と
思
は
る
も
の
は
之
を
存
置
し
出
来
る
限

り
其
正
確
を
期
す
こ
と

（
ハ
）
本
邦
人
の
附
し
た
る
名
称
に
し
て
在
置
す
る
に
足
る
も
の
は
之

を
在
置
す
る
こ
と

（
ニ
）
特
許
漁
場
等
に
し
て
地
名
の
明
か
な
ら
ざ
る
も
の
は
特
に
之
を

選
定
す
る
こ
と

（
ホ
）
露
人
の
附
し
た
る
も
の
と
雖
も
之
を
意
訳
し
て
適
切
の
名
前
の

名
を
得
る
場
合
は
之
を
採
用
す
る
事
あ
る
べ
し

（
ヘ
）
地
名
は
可
成
簡
易
な
漢
字
を
用
ゐ
る
事

（
ト
）
漢
字
の
用
方
は
成
る
べ
く
音
訓
を
混
合
せ
ざ
る
事

（
チ
）
ア
イ
ヌ
語
名
を
採
用
す
る
場
合
は
、其
意
気
を
調
査
し
且
つ
其
語

音
よ
り
漢
字
を
充
つ
る
事

（
リ
）
ア
イ
ヌ
語
名
の
語
音
長
く
し
て
適
当
の
漢
字
を
充
つ
る
能
は
ざ

る
時
は
其
冠
字
を
取
り
又
は
適
当
の
処
に
て
区
切
を
な
し
充
用
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す
る
こ
と

（
ヌ
）
地
名
に
充
用
す
る
漢
字
は
可
成
二
字
名
と
す
る
こ
と

ロ
シ
ア
語
地
名
に
つ
い
て
は
地
名
選
定
の
方
法
（
イ
）
に
あ
る
よ
う
に
排
除

が
前
提
と
な
る
が
、（
ホ
）で
は
訳
語
の
使
用
も
認
め
て
お
り
、
実
際
に
樺
太
南

部
の
沿
岸
集
落
「
ペ
ル
ヤ
ワ
バ
ー
チ
」
が
「
一
ノ
澤
」、「
フ
タ
エ
ア
ヤ
バ
ー
チ
」

が
「
二
ノ
澤
」、「
ト
レ
ー
チ
バ
ー
チ
」
が
「
三
ノ
澤
」
と
、
翻
訳
さ
れ
た
地
名

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
域
に
も
ア
イ
ヌ
語
地
名
は
存
在
し
て
お
り
、「
ペ

ル
ヤ
ワ
バ
ー
チ
」（
一
ノ
澤
）
の
地
域
の
原
名
「
ウ
ン
ラ
」
は
明
治
六
年
に
選
定

さ
れ
た
地
名
で
は
「
海
浦
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
28

。
開
拓
使
が
選
定
し
た
地
名

で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
語
地
名
か
ら
の
訳
語
を
採
用
し
た
理
由
は
不
明
だ
が
、
利

便
性
が
優
先
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
後
述
す
る
「
コ
ル
サ
コ
フ
」
や
「
ウ

ラ
ジ
ミ
ロ
フ
カ
」
の
よ
う
に
、
人
名
に
基
づ
く
地
名
は
排
除
し
て
い
る
。

ア
イ
ヌ
語
地
名
に
つ
い
て
は
、
地
名
選
定
の
方
法
（
イ
）
や
（
ロ
）
に
あ
る

よ
う
に
日
本
語
地
名
よ
り
も
優
先
さ
れ
て
お
り
、
漢
字
で
の
表
記
方
法
に
つ
い

て
（
チ
）〜（
ヌ
）
の
三
点
が
補
足
さ
れ
て
い
る
。
漢
字
二
字
の
方
針
は
、
北
海

道
で
は
開
拓
使
時
代
に
村
名
の
漢
字
表
記
化
で
行
わ
れ
て
お
り
、
二
字
に
収
め

る
た
め
の
区
切
り
も
実
施
さ
れ
て
い
る
た
め
、
樺
太
庁
の
地
名
選
定
の
方
針
に

北
海
道
の
事
例
が
影
響
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
実
際
に
は
三
文
字
の
表
記

も
採
用
さ
れ
た
29

。
明
治
六
年
に
選
定
さ
れ
た
「
得
高
」（
ル
ウ
タ
カ
）
に
は
「
留

多
加
」
を
、「
捲
渓
」（
マ
ク
ン
コ
タ
ン
）
に
は
「
馬
群
潭
」
を
、「
小
實
」（
チ

ベ
サ
ニ
）
に
は
「
池
邊
讃
」
の
漢
字
が
充
て
ら
れ
て
お
り
、（
チ
）
の
「
語
音
よ

り
漢
字
を
充
つ
る
事
」
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

日
本
語
地
名
は
、
地
名
選
定
の
方
法
（
ハ
）
の
「
在
置
す
る
に
足
る
も
の
」

が
選
定
基
準
と
な
り
、
日
露
戦
争
に
由
来
す
る
地
名
は
集
落
地
名
に
西
久
保
豊

一
郎
少
佐
30

か
ら
の
「
西
久
保
」
と
、
日
露
の
主
戦
場
と
な
っ
た
「
軍
川
」（
イ

ク
サ
ガ
ワ
）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
明
治
六
年
に
選
定
さ
れ
た
地
名
か
ら
は「
大
泊
」（
ヲ
ホ
ト
マ
リ
）、「
白

主
」（
シ
ラ
ヌ
シ
）、「
榮
濱
」（
サ
カ
エ
ハ
マ
）、「
鵜
城
」（
ウ
シ
ョ
ロ
、
ウ
シ
ロ
）

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

樺
太
地
名
調
査
会
に
よ
る
地
名
選
定
案
は
、
明
治
四
十
年
十
二
月
に
樺
太
庁

長
官
か
ら
内
務
省
に
上
申
さ
れ
、
海
軍
省
へ
も
照
会
さ
れ
た
。
海
軍
省
で
は
、

選
定
さ
れ
た
地
名
に
北
海
道
と
同
一
の
地
名
が
あ
る
こ
と
や
、
日
露
戦
争
時
に

水
路
部
が
改
称
し
た
地
名
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
異
議
が
出
さ
れ

た
31

。
地
名
調
査
会
で
は
同
一
の
地
名
に
は
方
角
や
位
置
を
表
す
文
字
を
付
け

た
が
、
水
路
部
の
地
名
は
採
用
せ
ず
、
近
藤
岬
は
原
名
「
ノ
ト
ロ
」
が
東
海
岸

に
も
あ
る
た
め
「
西
能
登
呂
岬
」
に
な
り
、
重
蔵
岬
は
原
名
「
シ
レ
ト
コ
」
を

北
海
道
と
区
別
す
る
た
め
「
中
知
床
岬
」
に
、
片
岡
岬
も
「
北
知
床
岬
」
と
な
っ

た
32

。
樺
太
庁
の
地
名
改
正
は
、
明
治
四
十
一
年
三
月
三
十
一
日
の
内
務
省
告
示
第

二
十
九
号
「
樺
太
ノ
地
名
改
正
」33
で
、
中
心
的
な
集
落
地
で
あ
る
「
豊
原
」「
大

泊
」「
真
岡
」と
、
水
路
部
改
称
の
地
名
を
含
む
九
ヶ
所
の
湾
、
岬
、
河
川
、
湖

の
正
式
な
地
名
が
発
表
さ
れ
、
同
年
十
二
月
九
日
の
内
務
省
告
示
34

で
「
北
名

好
」「
敷
香
」
が
追
加
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
告
示
に
は
、
各
地
名
の
選
定
理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
内
陸

部
の
選
定
を
担
当
し
た
拓
殖
課
長
の
栃
内
壬
五
郎
35

は
、
の
ち
に
明
治
四
十
四
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年
の
『
樺
日
』
の
取
材
で
、
三
つ
の
集
落
地
で
の
選
定
を
回
想
し
て
次
の
よ
う

に
答
え
て
い
る
36

。

豊
原
は
旧
名
を
ウ
ラ
ジ
ミ
ロ
フ
カ
と
称
し
露
語
也
、
露
領
時
代
に
流
刑

民
の
労
役
監
督
た
り
し
露
国
陸
軍
少
佐
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
氏
の
居
住
せ
し
處

な
る
が
故
に
同
氏
を
紀
念
せ
ん
と
て
西
暦
千
八
百
八
十
一
年
即
ち
今
を
去

る
三
十
年
以
前
に
於
て
露
人
の
命
名
に
か
ゝ
れ
り
と
、
樺
太
地
名
調
査
会

は
此
事
実
を
知
る
と
同
時
に
其
名
称
の
露
語
な
る
の
み
な
ら
ず
、
此
處
は

邦
領
樺
太
の
首
府
た
る
べ
き
處
な
れ
ば
日
本
的
の
名
称
に
し
如
何
ぞ
縁
故

あ
る
を
要
す
と
認
め
、
遂
に
「
豊
葦
原
の
水
穂
国
」
よ
り
思
ゑ
及
ぼ
し
地

形
既
に
渺
茫
た
る
沃
野
を
控
ひ
殊
に
豊
穣
な
る
土
地
と
の
意
味
よ
り
即
ち

豊
葦
原
の
豊
と
原
と
を
以
て
名
命
マ
マ

し
た
る
也

こ
の
よ
う
に
、
豊
原
は
ロ
シ
ア
時
代
の
地
名
「
ウ
ラ
ジ
ミ
ロ
フ
カ
」
以
前
の

ア
イ
ヌ
語
地
名
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
新
た
な
地
名
を
付
け
る
こ

と
に
な
っ
た
。
日
本
書
紀
で
用
い
ら
れ
る
国
土
を
美
称
し
た
「
豊
葦
原
の
瑞
穂

国
」
か
ら
の
瑞
祥
地
名
で
あ
る
が
、
選
定
し
た
栃
内
壬
五
郎
は
入
植
地
の
調
査

事
業
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
農
耕
地
と
し
て
の
評
価
も
影
響
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
37

。

し
か
し
、
こ
の
栃
内
が
語
っ
た
地
名
の
由
来
は
、
そ
の
後
の
樺
太
の
社
会
に

は
伝
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、「
日
本
的
の
名
称
」ゆ
え
に
様
々
な
解
釈
が
生
じ
る
こ

と
に
な
る
（
第
四
節
に
後
述
）。

大
泊

旧
名
コ
ル
サ
コ
フ
と
云
ふ
、
異
説
種
々
な
り
と
雖
も
兎
に
角
コ

ル
サ
コ
フ
は
人
名
（
露
国
）
な
る
に
は
相
違
な
し
、
而
し
て
同
地
は
明
治

初
年
本
島
の
未
だ
邦
領
な
り
し
当
時
既
に
邦
人
の
政
庁
を
置
き
て
本
島
を

支
配
せ
し
處
な
る
事
よ
く
旧
記
に
も
見
え
た
り
、旧
記
に
は
楠
渓（
ク
シ
ュ

ン
コ
タ
ン
）
と
書
し
た
り
、
之
れ
即
ち
コ
ル
サ
コ
フ
の
事
に
し
て
露
領
時

代
に
は
別
に
ポ
ロ
ア
ン
ト
マ
リ
あ
り
今
の
栄
町
附
近
な
る
べ
し
、
さ
て
此

コ
ル
サ
コ
フ
と
ポ
ロ
ア
ン
ト
マ
リ
を
総
称
す
る
に
楠
渓
町
を
以
て
せ
ん
と

の
説
も
あ
り
し
が
結
果
ポ
ロ
ア
ン
ト
マ
リ
な
る
ア
イ
ヌ
語
を
意
訳
し
て
大

泊
と
せ
し
な
り

大
泊
は
、
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
ポ
ロ
ア
ン
ト
マ
リ
の
ポ
ロ
を
「
大
」
と
訳
し
、

ト
マ
リ
に
は
「
泊
」
の
字
を
当
て
た
意
訳
し
た
地
名
で
あ
る
。
地
名
調
査
会
の

方
針
は
（
チ
）
の
「
語
音
よ
り
漢
字
を
充
つ
る
事
」
で
あ
っ
た
が
、
明
治
六
年

に
選
定
さ
れ
た
表
記
を
採
用
し
、「
楠
渓
」「
函
泊
」
を
含
め
た
広
域
地
名
と
し

た
。
日
本
側
の
文
献
で
「
久
春
古
丹
」「
九
春
古
丹
」「
楠
渓
」
と
書
か
れ
て
い

た
ク
シ
ュ
ン
コ
タ
ン
地
域
は
、
大
泊
の
町
域
地
名
と
し
て「
楠
渓
」（
ナ
ン
ケ
イ
）

が
残
さ
れ
た
。

真
岡
に
就
て
は
最
近
に
於
て
も
小
河
柳
坡
と
山
野
天
海
と
の
論
争
あ
り

し
か
如
く
或
は
ア
イ
ヌ
語
と
い
ひ
、
或
は
韃
靼
土
人
語
な
り
と
云
ひ
、
学

者
研
究
者
の
間
に
ま
だ
一
定
の
所
説
な
き
程
と
て
調
査
会
は
遂
に
之
を
意

訳
し
て
真
岡
と
せ
し
也
之
れ
旧
名
の
マ
ウ
カ
は
、
そ
れ
自
体
既
に
称
呼
し

易
く
殊
に
適
当
な
る
漢
字
を
当
嵌
む
る
に
容
易
な
り
し
が
為
め
也
云
々

― ―9

鈴
木

近
代
樺
太
の
地
名
選
定
と
研
究
史



西
海
岸
の
集
落
「
マ
オ
カ
」
に
は
、
大
泊
の
よ
う
な
意
訳
は
行
わ
ず
、
語
音

に
漢
字
を
当
て
て
「
真
岡
」
と
さ
れ
た
。
談
話
中
に
歴
史
家
小
川
運
平
（
柳
坡
）

と
樺
太
日
日
新
聞
社
真
岡
支
局
長
の
山
野
乙
助
（
天
海
）
の
論
争
が
あ
げ
ら
れ

て
お
り
、
改
正
後
も
民
間
で
の
地
名
研
究
に
お
い
て
議
論
が
続
い
て
い
た
38

。

残
り
の
地
名
も
明
治
四
十
四
年
三
月
二
十
一
日
の
内
閣
告
示
第
二
号
「
樺
太

ノ
地
名
改
正
」39
で
、
河
川
、
山
岳
、
沿
岸
や
内
陸
部
の
集
落
地
・
殖
民
地
の
三

百
七
十
五
ヶ
所
の
地
名
が
発
表
さ
れ
、
翌
明
治
四
十
五
年
一
月
十
六
日
の
樺
太

庁
告
示
第
三
号
40

で
は
二
百
三
十
ヶ
所
が
追
加
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
大
正
四
年

ま
で
に
四
度
の
樺
太
庁
告
示
に
よ
り
、
六
十
五
ヶ
所
の
地
名
が
選
定
さ
れ
た
41

。

樺
太
庁
が
発
表
す
る
地
名
に
対
し
、
民
間
で
樺
太
研
究
を
目
的
に
設
立
さ
れ

た
北
斗
社
で
は
、
明
治
四
十
四
年
三
月
の
改
正
を
紹
介
し
た
雑
誌
『
北
斗
』
記

事
で
「
改
正
の
地
名
は
甚
だ
杜
撰
に
し
て
何
等
原
名
の
粋
を
止
め
ず
所
請
れ
な

く
無
理
に
漢
字
を
ア
テ
ハ
メ
音
訓
雑
然
徒
ら
に
読
み
悪
く
呼
び
悪
き
も
の
と
な

れ
り
」42
と
批
判
し
て
い
る
。
た
だ
し
同
誌
の
同
人
で
、
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
語
地

名
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る
永
田
方
正
は
「
こ
の
改
正
は
政
事
上
蓋
し
止
む
を
得

ざ
る
も
の
」と
し
、「
ア
イ
ヌ
語
地
名
保
護
の
た
め
、
総
て
片
仮
名
を
以
て
地
名

を
記
し
、
苟
も
漢
字
を
用
ひ
る
を
要
せ
ず
な
ど
論
ず
る
は
是
れ
腐
儒
の
寐
言
な

り
」
と
理
解
を
示
し
て
い
る
43

。

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
八
月
一
日
に
は
、
勅
令
第
百
一
号
「
樺
太
ノ
郡
町

村
編
制
ニ
関
ス
ル
件
」
が
施
行
さ
れ
、
島
内
に
十
七
郡
四
町
五
十
八
村
が
設
置

さ
れ
る
。そ
の
行
政
地
名
に
は
管
内
の
地
名
か
ら
広
域
地
名
を
採
用
し
て
い
る
。

な
お
、
北
海
道
で
は
昭
和
二
年
か
ら
始
ま
る
北
海
道
第
二
期
拓
殖
計
画
の
字

界
地
番
整
理
事
業
に
よ
り
、
字
名
の
変
更
が
実
施
さ
れ
た
が
、「
旧
土
語
ハ
避
ク

ル
コ
ト
」が
注
意
事
項
に
設
定
さ
れ
、
地
名
の
内
地
化
が
進
め
ら
れ
た
44

。
こ
れ

に
対
し
、
樺
太
庁
で
は
最
初
に
選
定
さ
れ
た
地
名
が
使
用
さ
れ
、
改
正
は
支
庁
、

町
村
の
合
併
や
独
立
に
よ
る
区
画
名
の
変
更
と
、
新
た
な
集
落
地
へ
の
選
定
で

あ
っ
た
45

。

樺
太
庁
が
ア
イ
ヌ
語
地
名
を
重
視
し
た
理
由
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
日

露
戦
争
中
の
地
名
改
称
へ
の
批
判
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、「
ア
イ
ヌ
人
種
全
部
を

臣
民
と
し
て
包
括
す
る
日
本
」46
を
地
名
で
示
す
こ
と
が
、
樺
太
の
領
土
意
識
を

高
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
四
節

樺
太
で
の
地
名
研
究

１
）
領
有
初
期
の
地
名
研
究

樺
太
各
地
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
帝
国
領
時
代
の
ピ
ウ
ス

ツ
キ
（B

ro
n
isl /aw P

io
tr P

il /su
d
sk
i

）
や
、
日
本
で
は
領
有
前
・
直
後
に
文
献

を
中
心
と
し
た
神
保
小
虎
の
報
告
47

や
永
田
方
正
の
研
究
48

な
ど
が
あ
り
、
北

海
道
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
と
合
わ
せ
た
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。

明
治
四
十
二
年
発
行
の
吉
田
東
伍
著
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
第
八
巻
（
冨
山

房
）
に
は
、「
蝦
夷
（
北
海
道
・
千
島
・
樺
太
）」
が
収
録
さ
れ
、
執
筆
を
担
当

し
た
藤
本
慶
祐
は
、
近
世
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
古
地
図
、
地
誌
、
探
検

記
、
紀
行
文
な
ど
の
文
献
か
ら
各
地
域
の
記
述
を
ま
と
め
て
い
る
。
地
名
表
記

の
変
遷
が
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
引
用
文
以
外
で
の
独
自
の
地
名
解
は
な
さ
れ

て
い
な
い
。

樺
太
と
大
陸
間
の
交
流
史
を
研
究
し
て
い
た
小
川
運
平
49

は
、「
樺
太
に
は
明
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白
に
ア
イ
ヌ
語
と
ギ
リ
ヤ
ー
ク
語
と
オ
ロ
ッ
コ
語
と
が
使
用
さ
れ
て
居
る
丈
に

地
名
も
三
様
な
り
四
様
な
る
命
名
後
が
あ
る
上
に
露
西
亜
時
代
の
も
あ
り
日
本

時
代
も
あ
り
之
が
音
訳
意
訳
の
漢
字
で
当
て
嵌
め
る
の
だ
か
ら
地
名
研
究
す
ら

一
寸
容
易
で
は
な
い
」50
と
し
て
、
地
名
の
背
景
と
な
る
歴
史
研
究
の
推
進
を
提

唱
し
て
い
る
。

２
）
ア
イ
ヌ
語
研
究
と
し
て
の
地
名
研
究

樺
太
島
内
に
お
い
て
、
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
調
査
、
記
録
化
に
は
、
富トン
内ナイ
郵
便

局
長
の
葛
西
猛
千
代
が
取
り
組
ん
で
い
る
。
葛
西
猛
千
代
は
明
治
四
十
年
三
月

に
青
森
県
庁
か
ら
樺
太
民
政
署
に
出
向
し
、樺
太
庁
開
庁
後
は
こ
れ
に
勤
務
し
、

警
察
事
務
、
巡
査
部
長
を
経
て
、
同
四
十
二
年
か
ら
庶
務
課
と
長
官
官
房
秘
書

係
を
兼
務
し
た
。
葛
西
の
業
務
は
先
住
民
の
「
指
導
事
務
取
扱
」
で
あ
り
、
農

業
奨
励
の
た
め
の
指
導
と
と
も
に
、
樺
太
ア
イ
ヌ
の
生
活
習
慣
や
祭
祀
儀
礼
の

調
査
を
担
当
し
た
。

樺
太
庁
は
樺
太
ア
イ
ヌ
を
「
保
護
」
す
る
た
め
、
居
住
地
を
設
定
し
て
集
住

さ
せ
、
教
育
所
を
設
け
て
日
本
語
教
育
を
行
な
っ
て
お
り
、
葛
西
は
「
壮
年
輩

は
ア
イ
ヌ
語
よ
り
寧
ろ
日
本
語
に
通
暁
」し
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、「
古
老
ア
イ

ヌ
物
故
せ
ば
彼
等
古
来
の
風
俗
習
慣
は
勿
論
地
名
の
意
義
湮
滅
し
て
知
る
事
能

は
ざ
る
」
た
め
、
古
老
か
ら
の
ア
イ
ヌ
語
収
集
を
始
め
た
と
い
う
51

。

明
治
四
十
四
年
九
月
に
、
亜
庭
湾
沿
岸
東
部
に
あ
る
富
内
村
の
郵
便
局
長
を

拝
命
し
た
後
も
、
ア
イ
ヌ
語
の
調
査
を
続
け
、
昭
和
三
年
に
は
、
先
住
民
へ
の

樺
太
庁
の
政
策
や
生
活
文
化
の
記
録
を
ま
と
め
た
『
樺
太
土
人
研
究
資
料
』
と
、

附
属
資
料
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
解
ア
イ
ヌ
語
集
』
を
発
行
し
た
。
同
書
は
富
内
尋

常
高
等
小
学
校
長
の
平
野
勇
助
の
協
力
に
よ
り
謄
写
版
で
四
十
部
が
作
成
さ
れ

た
が
、
頒
布
希
望
者
が
多
く
、
附
属
資
料
は
訂
正
増
補
版
が
百
部
再
刊
さ
れ
、

『
樺
太
土
人
研
究
資
料
』
の
内
容
は
『
樺
日
』
紙
面
に
掲
載
さ
れ
た
52

。

葛
西
の
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
解
ア
イ
ヌ
語
集
』
で
は
、
領
有
初
期
の
ア
イ
ヌ
語

地
名
が
イ
ロ
ハ
順
に
整
理
さ
れ
て
お
り
、
後
述
す
る『
樺
太
の
地
名
』（
樺
太
郷

土
会
発
行
）
の
原
型
と
な
っ
た
。

昭
和
四
年
八
月
に
は
、
元
内
淵
教
育
所
教
員
の
千
徳
太
郎
治
に
よ
る
『
樺
太

ア
イ
ヌ
叢
話
』53
が
刊
行
さ
れ
、
集
落
の
歴
史
と
と
も
に
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
解
読

が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
以
後
の
地
名
研
究
の
主
要
文
献
と
な
る
。

３
）
郷
土
研
究
と
し
て
の
地
名
研
究

内
地
に
お
け
る
郷
土
研
究
・
郷
土
教
育
の
普
及
に
影
響
さ
れ
、
樺
太
で
も

昭
和
期
に
入
る
と
、
島
内
の
研
究
者
に
よ
る
郷
土
研
究
活
動
の
成
果
が
発
表
さ

れ
た
。
そ
の
契
機
に
は
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
樺
太
日
日
新
聞
社
の
菱

沼
右
一
の
呼
び
か
け
で
結
成
さ
れ
た
樺
太
郷
土
会
の
活
動
が
あ
る
54

。

国
民
新
聞
社
の
社
会
部
長
で
あ
っ
た
菱
沼
は
、
昭
和
四
年
八
月
に
樺
太
日
日

新
聞
社
の
主
筆
と
な
り
、
就
任
後
は
樺
太
庁
長
官
の
島
内
視
察
に
加
わ
り
、
各

地
に
赴
い
た
。
取
材
の
過
程
で
「
住
民
の
定
着
と
自
治
的
活
動
に
対
し
て
も
う

一
段
の
奮
発
を
希
ふ
て
止
ま
ぬ
」55
と
い
う
問
題
意
識
を
も
っ
て
い
た
菱
沼
は
、

地
名
へ
の
関
心
を
『
樺
太
の
地
名
』
の
序
文
で
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
56

。

其
町
、
其
村
、
其
停
車
場
に
着
く
毎
に
不
可
解
奇
異
の
地
名
に
遭
遇
す
る

時
、
其
処
を
郷
土
と
す
る
人
々
に
此
地
名
が
如
何
な
る
意
味
で
あ
る
か
と
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問
ふ
た
、併
し
殆
ん
ど
一
人
と
し
て
私
の
問
に
答
ふ
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

唯
「
ア
イ
ヌ
語
だ
そ
う
だ
」、「
ロ
シ
ヤ
時
代
の
地
名
ら
し
い
」
と
云
ふ
が

如
き
答
を
得
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

取
材
当
時
の
記
事
に
も
、
土
地
の
由
来
が
「
他
人
事
の
よ
う
に
答
え
」
ら
れ
、

「
役
場
に
も
学
校
に
も
何
の
記
録
も
な
く
」、
入
植
当
時
の
歴
史
は
「
口
碑
と
し

て
伝
は
つ
て
居
る
だ
け
」で
あ
っ
た
と
あ
る
57

。
こ
の
直
後
、
菱
沼
は
、『
樺
日
』

に
お
い
て
歴
史
資
料
の
収
集
と
紙
面
で
の
掲
載
、
研
究
団
体
の
設
立
を
企
画
す

る
。
九
月
二
十
五
日
に
は
紙
面
に
「
樺
太
文
献
欄
」
を
設
け
、「
樺
太
の
名
称
」

と
題
し
た
地
名
研
究
の
記
事
を
発
表
し
、
後
に
こ
の
欄
に
は
地
域
史
や
間
宮
林

蔵
、
岡
本
監
輔
、
鈴
木
茶
渓
な
ど
の
北
方
探
検
家
の
記
録
も
掲
載
さ
れ
た
。
そ

の
目
的
に
つ
い
て
、
九
月
二
十
七
日
の
社
説
に
は
、「
樺
太
の
安
定
は
住
民
の
郷

土
愛
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
茲
に
樺
太
文
献
欄
を
設
け
て
一
般
人
に
開
放
す
る

こ
と
ゝ
し
た
理
由
」58
と
あ
り
、
郷
土
意
識
を
高
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
文
献
欄
で
菱
沼
は
、
各
地
の
地
名
研
究
に
取
り
組
み
、『
樺
日
』紙
上
に

て
昭
和
四
年
十
月
十
四
日
か
ら
「
樺
太
の
地
名
の
意
義
と
内
地
の
地
名
」
の
連

載
を
始
め
る
。
ア
イ
ヌ
語
の
研
究
と
な
っ
た
地
名
研
究
の
過
程
で
、
菱
沼
は
先

述
の
葛
西
猛
千
代
を
知
る
。
葛
西
に
つ
い
て
菱
沼
は
「
樺
太
に
真
に
ア
イ
ヌ
を

知
り
真
に
ア
イ
ヌ
語
を
解
し
、
ア
イ
ヌ
の
地
名
を
実
際
的
に
地
名
に
つ
い
て
研

究
し
た
」人
物
で
あ
る
と
評
し
、「
ア
イ
ヌ
研
究
と
樺
太
変
遷
の
研
究
か
ら
精
神

的
に
は
知
人
で
あ
っ
た
我
等
は
会
ふ
事
に
於
て
初
対
面
で
あ
る
一
見
十
年
の
知

故
」
と
な
っ
た
と
い
う
59

。
菱
沼
は
葛
西
の
よ
う
な
島
内
の
郷
土
研
究
家
と
の

交
流
を
広
げ
て
、
昭
和
五
年
八
月
に
樺
太
郷
土
会
を
結
成
す
る
。
郷
土
会
発
足

時
の
会
合
で
「
原
語
が
未
だ
破
壊
さ
れ
て
を
ら
ぬ
」
樺
太
の
地
名
研
究
が
提
案

さ
れ
、
菱
沼
は
「
先
年
か
ら
興
味
を
持
っ
て
い
る
関
係
上
島
内
の
研
究
家
を
物

色
し
た
所
大
泊
中
学
校
の
西
鶴
定
嘉
教
諭
及
富
内
郵
便
局
長
葛
西
猛
千
代
翁
の

如
き
先
輩
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
共
に
研
究
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
五
年
八
月
十
五
日
、
樺
太
文
献
叢
書
の
第
一
巻
と
し
て『
樺
太
の
地
名
』

が
発
行
さ
れ
る
。
同
書
は
葛
西
の
樺
太
ア
イ
ヌ
の
古
老
か
ら
取
材
し
た
考
察
、

西
鶴
定
嘉
（
後
述
）
の
文
献
資
料
（
江
戸
期
の
探
検
記
録
や
古
地
図
な
ど
）
か

ら
の
考
察
、
菱
沼
右
一
の
ジ
ョ
ン
・
バ
チ
ェ
ラ
ー
や
永
田
方
正
の
著
書
を
参
考

に
し
た
考
察
が
イ
ロ
ハ
順
に
整
理
さ
れ
て
お
り
、
地
名
解
で
の
意
見
の
相
違
も

わ
か
る
掲
載
に
な
っ
て
い
る
。
同
書
は
島
内
で
好
評
で
あ
り
「
樺
太
で
出
版
さ

れ
た
も
の
で
四
千
部
以
上
も
突
破
し
た
」
と
い
う
60

。

菱
沼
右
一
は
昭
和
七
年
に
樺
太
を
離
れ
、
東
京
で
拓
殖
行
政
の
専
門
紙
「
中

央
情
報
」
を
興
し
た
後
も
、
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
を
続
け
た
。
菱
沼
の
研
究

は
、
樺
太
・
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
解
の
成
果
を
応
用
し
、「
蕃
語
と
し
て
省

み
ら
れ
な
か
つ
た
ア
イ
ヌ
語
は
何
ぞ
図
ら
ん
我
等
の
言
葉
に
根
本
的
に
編
込
ま

れ
て
居
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
、
ア
イ
ヌ
語
の
研
究
の
勃
興
は
蓋
し
当
然
で
あ

る
」61
と
し
た
持
論
か
ら
、
内
地
の
地
名
や
日
本
語
の
語
源
と
し
て
の
研
究
に
進

ん
で
い
っ
た
62

。

樺
太
郷
土
会
の
研
究
活
動
に
賛
同
し
た
雑
誌
『
樺
太
』（
樺
太
社
）
記
者
の
藤

井
尚
治
（
筆
名
・
黒
龍
迂
人
）
も
、
地
名
研
究
に
関
す
る
論
考
・
随
筆
を
『
樺

日
』
や
雑
誌
『
樺
太
』
に
発
表
し
て
い
る
。
藤
井
は
、
ア
イ
ヌ
語
地
名
以
外
の

地
名
の
成
り
立
ち
に
注
目
し
、
昭
和
九
年
に
『
樺
日
』
に
連
載
し
た
「
樺
太
地

名
考
」
で
は
、
日
本
語
や
ロ
シ
ア
語
由
来
の
地
名
を
掲
載
し
た
。
藤
井
も
ま
た

― ―12

北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

研
究
論
集

第
十
六
号



東
京
に
活
動
の
場
を
移
す
が
、
菱
沼
と
同
じ
く
ア
イ
ヌ
語
に
よ
る
内
地
地
名
や

古
語
の
考
察
に
取
組
ん
で
い
る
63

。

４
）
歴
史
研
究
と
し
て
の
地
名
研
究

葛
西
猛
千
代
と
と
も
に
、『
樺
太
の
地
名
』
の
執
筆
に
参
加
し
た
地
理
・
歴
史

科
教
諭
の
西
鶴
定
嘉
64

は
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
三
月
に
「
殆
ん
ど
未
開

拓
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
樺
太
の
歴
史
や
地
理
に
魅
力
を
感
じ
」65
、
愛
媛
県

立
大
洲
中
学
校
か
ら
樺
太
庁
大
泊
中
学
校
に
転
任
し
た
。

西
鶴
は
樺
太
ア
イ
ヌ
の
文
化
や
言
語
に
注
目
し
、大
正
十
五
年
一
月
に
は『
地

理
教
材
研
究
』第
七
輯
66

に
、
樺
太
庁
の
ア
イ
ヌ
政
策
や
風
俗
の
紹
介
、
ア
イ
ヌ

語
地
名
の
「
樺
太
地
名
考
」、
ア
イ
ヌ
と
和
人
の
交
流
史
で
構
成
さ
れ
た
『
樺
太

ア
イ
ヌ
』
を
発
表
す
る
。
論
文
の
協
力
者
に
「
ア
イ
ヌ
人
木
村
助
蔵
君
、
ア
イ

ヌ
研
究
家
葛
西
氏
」67
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
か
ら
研
究
活
動
を
通

し
て
葛
西
猛
千
代
と
の
交
流
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
年
六
月
発
行
の
『
地

理
教
材
研
究
』
第
八
輯
に
は
大
泊
の
歴
史
・
地
理
を
ま
と
め
た
「
樺
太
大
泊
港
」

を
発
表
す
る
。
西
鶴
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
研
究
は
葛
西
の
資
料
を
参
考
に
し
な
が

ら
も
、
江
戸
期
の
記
録
や
古
地
図
な
ど
文
献
に
記
さ
れ
た
地
名
と
地
域
史
か
ら

考
察
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
大
泊
民
友
新
聞
に
「
樺
太
古
代
地
名
研
究
」68
を

連
載
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
て
、
昭
和
三
年
十
二
月
発
行

の
『
樺
太
教
育
』
第
四
巻
第
三
号
に
「
樺
太
地
名
研
究
」
を
発
表
す
る
。

こ
の
論
文
で
西
鶴
は
、
樺
太
の
地
名
が
「
ギ
リ
ヤ
ー
ク
・
オ
ロ
ッ
コ
と
折
解

し
、
或
は
露
西
亜
に
領
有
せ
ら
れ
、
又
は
日
本
の
統
治
下
に
た
つ
て
次
第
に
そ

れ
等
の
言
語
の
影
響
を
蒙
つ
た
の
で
、
正
し
い
原
音
を
伝
ふ
る
も
の
は
極
め
て

寥
々
た
る
状
態
」
で
あ
り
、
ま
た
「
我
等
大
和
民
族
が
、
日
本
各
地
の
地
名
に

つ
い
て
正
し
い
解
釈
の
出
来
る
も
の
が
少
な
い
と
同
様
、
ア
イ
ヌ
に
於
て
も
ア

イ
ヌ
語
地
名
を
正
し
く
解
し
得
る
者
は
稀
」69
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た

め
「
正
確
な
る
原
義
を
、
各
地
に
於
け
る
地
形
史
伝
言
語
等
」
に
よ
り
調
査
し

た
。昭

和
五
年
に
葛
西
、
菱
沼
と
の
共
著
『
樺
太
の
地
名
』
を
発
行
し
た
後
も
研

究
を
続
け
、
昭
和
十
六
年
に
は
、
樺
太
中
等
学
校
学
術
研
究
会
が
編
纂
す
る
研

究
論
文
に
西
鶴
の
地
名
研
究
が
選
ば
れ
、
集
大
成
と
な
る『
樺
太
地
名
の
研
究
』

が
発
表
さ
れ
る
70

。『
樺
太
地
名
の
研
究
』で
は
、
言
語
と
地
域
ご
と
に
分
類
し
、

「
ア
イ
ヌ
語
地
名
解
原
論
」
で
は
「
ア
イ
ヌ
の
土
地
命
名
に
関
す
る
常
径
」
と
「
発

音
上
か
ら
見
た
る
ア
イ
ヌ
語
の
特
徴
」、「
ア
イ
ヌ
語
以
外
の
地
名
解
原
論
」
で

は
「
ギ
リ
ヤ
ー
ク
及
オ
ロ
ッ
コ
語
地
名
解
」「
阿
蘭
陀
地
名
解
」「
支
那
語
地
名

解
」「
日
本
語
地
名
解
」
に
分
類
し
、「
樺
太
地
名
解
各
論
」
で
は
樺
太
・
サ
ハ

リ
ン
島
の
名
称
の
考
察
と
、「
南
樺
太
の
地
名
」が
市
町
村
ご
と
に
書
か
れ
て
い

る
。５

）
地
名
研
究
で
の
誤
謬

樺
太
の
地
名
は
、
小
川
運
平
や
西
鶴
定
嘉
が
研
究
の
前
提
と
し
て
指
摘
し
た

よ
う
に
、
多
様
な
民
族
と
歴
史
変
遷
に
よ
り
、
ア
イ
ヌ
語
以
外
の
言
語
も
影
響

し
て
い
る
。
樺
太
庁
の
地
名
調
査
会
は
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
漢
字
表
記
を
基
本
方

針
と
し
て
い
な
が
ら
も
、
日
本
語
、
ロ
シ
ア
語
の
地
名
も
取
り
入
れ
て
い
る
が
、

そ
の
由
来
は
公
式
に
発
表
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ア
イ
ヌ
語
研
究

者
の
永
田
方
正
が
、「
ア
ニ
ワ
湾
」（
亜
庭
湾
）を
ア
イ
ヌ
語
地
名
と
し
て
、「
ア
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ン
イ
ワ
の
切
言

一
面
山
の
意
な
り
し
を
取
て
湾
の
名
と
な
し
」71
と
し
た
よ

う
に
、
語
源
を
誤
っ
た
解
釈
も
生
じ
て
い
る
。

樺
太
の
代
表
的
な
都
市
と
な
っ
た
豊
原
、
大
泊
、
真
岡
に
つ
い
て
も
、
明
治

四
十
四
年
の
『
樺
日
』
の
取
材
で
地
名
選
定
の
担
当
者
が
答
え
て
い
た
が
、
昭

和
期
の
研
究
者
に
は
伝
わ
ら
ず
、
様
々
な
憶
測
を
生
ん
で
い
る
。

大
泊
町
の
町
域
地
名
で
あ
る
楠
渓
は
、
明
治
六
年
選
定
の
「
楠
渓
（
ク
シ
ユ

ン
コ
タ
ン
）」
か
ら
採
用
さ
れ
た
が
、
音
読
み
の
「
ナ
ン
ケ
イ
」
と
し
た
た
め
、

ア
イ
ヌ
語
地
名
と
は
見
做
さ
れ
ず
、
日
露
戦
争
中
の
人
名
か
ら
の
地
名
改
称
の

事
例
か
ら
、
領
有
当
初
の
樺
太
守
備
隊
司
令
官
で
あ
る
「
楠
瀬
幸
彦
氏
の
頭
文

と
時
の
民
政
長
官
熊
谷
喜
一
郎
氏
の
姓
の
一
字
と
を
取
り
、
谷
を
渓
と
改
め
て

楠
渓
町
と
称
す
る
に
至
つ
た
」72
と
い
う
説
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
西
鶴
定
嘉
の
調

査
に
よ
り
、
明
治
六
年
時
の
選
定
で
す
で
に
こ
の
地
名
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
否
定
さ
れ
た
。

樺
太
庁
舎
が
置
か
れ
行
政
の
中
心
都
市
と
な
っ
た
豊
原
町
（
昭
和
十
二
年
か

ら
市
）
で
も
、「
豊
原
」
の
語
源
が
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
研
究
者
は
様
々
な
説
を

生
み
出
し
た
。

ア
イ
ヌ
語
地
名
以
外
の
地
名
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
た
藤
井
尚
治
は
、『
樺

日
』
連
載
の
「
樺
太
地
名
考
」
で
、
ロ
シ
ア
語
地
名
の
ウ
ラ
ジ
ミ
ロ
フ
カ
が
人

名
由
来
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
豊
原
」と
は
無
関
係
と
し
て
い
た
が
、
読
者
か
ら

の
投
稿
に
よ
り
「
ウ
ラ
ジ
ミ
ル
と
云
ふ
露
語
が
「
豊
穣
」
を
意
味
し
て
い
る
説
」

や
「
陸
軍
中
将
原
口
兼
済
氏
の
名
前
を
永
久
に
記
憶
せ
し
め
る
為
め
に
つ
け
た

も
の
だ
と
云
ふ
説
」
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
73

。

「
豊
原
」の
語
源
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
降
も
明
ら
か
に
で
き
ず
、
藤
井
が
昭
和

十
五
年
に
発
表
し
た
随
筆
で
も
、
地
名
研
究
が
「
既
に
斯
様
な
仕
事
の
取
纏
め

に
は
や
ゝ
時
期
を
失
し
て
居
る
」理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
74

。

仮
へ
ば
豊
原
市
の
呼
称
の
由
来
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
ど
う
云
ふ
動
機
と

手
続
き
と
で
、
誰
が
選
定
し
た
も
の
と
も
分
つ
て
居
な
い
。
或
る
も
の
は

当
初
入
植
し
た
移
民
団
長
ウ
ラ
ジ
ミ
ル
中
尉
の
名
か
ら
と
つ
た
も
の
で
、

そ
の
ウ
ラ
ジ
ミ
ル
が
、
露
西
亜
語
で
「
豊
穣
」
を
意
味
す
る
詞
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
翻
訳
し
た
も
の
だ
と
云
ひ
、
或
る
も
の
は
樺
太
占
領
の
際
、

北
進
軍
の
司
令
官
原
口
兼
済
中
将
は
豊
後
の
出
身
で
あ
つ
た
か
ら
、
豊
後

の
豊
の
字
と
原
口
の
原
の
字
と
を
組
み
合
わ
せ
其
功
労
を
記
念
す
る
為
に

つ
け
ら
れ
た
名
だ
と
称
し
、
両
方
の
説
が
あ
る
。

昭
和
十
六
年
に
西
鶴
定
嘉
が
ま
と
め
た
『
樺
太
地
名
の
研
究
』
で
は
、「
樺
太

占
領
軍
司
令
官
原
口
兼
済
中
将
」
由
来
説
と
と
も
に
「
台
湾
の
豊
原
に
於
け
る

が
如
く
、
此
地
の
開
拓
が
進
展
し
て
豊
な
原
と
な
る
や
う
に
と
の
願
望
も
含
め

て
命
名
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
も
書
い
て
い
る
。

（
６
）
戦
後
の
地
名
研
究

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月
の
ソ
連
軍
の
侵
攻
に
よ
り
、
日
本
領
の
南

樺
太
は
占
領
さ
れ
る
。
ソ
連
の
行
政
下
に
置
か
れ
た
樺
太
・
サ
ハ
リ
ン
は
、
ロ

シ
ア
語
に
よ
る
地
名
に
書
き
換
え
ら
れ
る
75

。

旧
領
と
な
っ
た
樺
太
の
地
名
は
行
政
地
名
と
し
て
の
役
割
を
失
っ
た
が
、
ア

イ
ヌ
語
地
名
研
究
で
の
見
直
し
と
、
か
つ
て
の
居
住
地
を
示
す
郷
土
の
記
憶
と
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し
て
研
究
が
引
き
継
が
れ
る
。

昭
和
二
十
二
年
に
引
揚
げ
た
西
鶴
定
嘉
は
、
社
団
法
人
全
国
樺
太
連
盟
の
機

関
紙
『
樺
連
情
報
』
を
主
な
発
表
の
場
と
し
、
近
世
史
や
地
名
解
を
執
筆
し
て

い
た
。
昭
和
三
十
年
、
樺
太
連
盟
の
協
力
団
体
と
し
て
結
成
さ
れ
た
南
樺
太
返

還
既
成
同
盟
の
常
任
実
行
委
員
と
な
っ
た
西
鶴
は
、領
土
問
題
の
提
言
も
多
く
、

北
方
四
島
の
返
還
が
取
上
げ
ら
れ
、
樺
太
の
帰
属
問
題
が
無
視
さ
れ
る
現
状
を

憤
る
内
容
と
な
っ
た
76

。
領
土
問
題
と
と
も
に
地
名
研
究
も
対
象
が
千
島
列
島

に
広
が
り
、
昭
和
五
十
三
年
に
は
『
北
方
領
土
地
名
考
』（
国
書
刊
行
会
）
が
刊

行
さ
れ
た
。
内
地
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
に
取
り
組
み
、
平
成
元
年

の
逝
去
後
、
遺
稿
が
平
成
七
年
に『
東
北
六
県
ア
イ
ヌ
語
地
名
辞
典
』（
国
書
刊

行
会
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

ア
イ
ヌ
語
研
究
と
し
て
の
樺
太
の
地
名
研
究
は
、
戦
前
に
知
里
眞
志
保
77

の

指
導
を
受
け
て
い
た
佐
々
木
弘
太
郎
78

が
取
り
組
ん
で
い
た
。
佐
々
木
は
、
樺
太

時
代
の
知
里
の
調
査
活
動
に
協
力
し
て
お
り
、
戦
後
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
研
究
の

進
展
を
受
け
、
樺
太
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
研
究
に
応
用
し
よ
う
と
し
た
。
佐
々
木

は
、
昭
和
五
年
に
樺
太
郷
土
会
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
樺
太
の
地
名
』
に
つ
い
て
、

「
当
時
ま
だ
、今
日
程
知
里
博
士
の
ア
イ
ヌ
学
が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代

で
あ
り
、
な
に
よ
り
も
「
ア
イ
ヌ
語
入
門
」「
地
名
ア
イ
ヌ
語
小
辞
典
」「
ア
イ

ヌ
語
分
類
辞
典
」
等
の
す
ぐ
れ
た
諸
著
が
世
に
出
る
以
前
で
あ
っ
た
の
で
、
永

田
方
正
や
ジ
ョ
ン
バ
チ
ェ
ラ
ー
の
ア
イ
ヌ
語
法
上
の
誤
り
ま
で
も
採
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
残
念
な
が
ら
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
し
な
が
ら
も
戦
前
の
自

身
の
研
究
活
動
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
79

。

だ
が
、
樺
太
を
故
里
と
す
る
私
に
は
、
こ
の
誤
っ
た
ア
イ
ヌ
語
地
名
解
は

肉
親
が
傷
つ
け
ら
れ
て
で
も
い
る
よ
う
な
憐
愍
に
似
た
気
持
を
抑
え
き
れ

ず
、
豊
原
に
在
っ
て
研
究
中
の
知
里
博
士
の
御
指
導
の
下
に
コ
タ
ン
を
訪

ね
、
説
話
等
の
調
査
を
開
始
し
た
昭
和
十
六
年
よ
り
正
し
い
樺
太
ア
イ
ヌ

語
地
名
解
を
念
願
し
、
各
地
の
故
老
に
聴
取
し
た
地
名
に
関
す
る
分
の

ノ
ー
ト
も
か
な
り
の
量
に
上
っ
て
い
た
。

佐
々
木
の
収
集
し
た
資
料
は
戦
時
中
に
失
わ
れ
る
が
、
戦
後
は
北
海
道
大
学

に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
地
形
図
を
も
と
に
、
文
献
資
料
や
「
知
里
博
士
の
諸
著
書

に
よ
っ
て
従
来
の
ア
イ
ヌ
語
法
や
民
俗
学
的
な
誤
り
に
つ
い
て
正
そ
う
」
と

し
80

、
研
究
が
再
開
さ
れ
た
。
佐
々
木
は
昭
和
四
十
年
に
逝
去
す
る
が
、
そ
の
遺

稿
は
、
昭
和
四
十
四
年
に
『
樺
太
ア
イ
ヌ
語
地
名
小
辞
典
』
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
た
。

地
名
の
記
録
化
と
し
て
は
、一
九
九
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
西
村
い
わ
お
著『
南

樺
太
｜

概
要
・
地
名
解
・
史
実
｜

』
が
あ
る
81

。
同
書
は
戦
前
の
南
樺
太
の

地
誌
、
地
名
、
歴
史
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
も
地
名
の
記
述

が
占
め
て
い
る
。
著
者
は
序
文
で
執
筆
の
背
景
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
が
か
つ
て
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
は
、
南
樺
太
で
北
緯
50°
以
南
で
あ
る
。

こ
の
南
樺
太
は
１
９
４
５
年
（
昭
和
20
）
ソ
連
軍
の
不
法
侵
攻
以
来
ソ
連

政
府
の
管
理
下
に
お
か
れ
、
地
名
も
ま
た
サ
ハ
リ
ン
と
変
え
て
い
る
。
私

は
こ
の
南
樺
太
に
１
９
２
７
年
（
昭
和
２
）
か
ら
戦
後
北
樺
太
オ
ハ
で
の

強
制
抑
留
を
含
め
て
、
１
９
４
９
年
（
昭
和
24
）
ま
で
生
活
し
た
。
そ
の
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私
は
、
こ
の
サ
ハ
リ
ン
と
い
う
地
名
を
や
む
を
え
ず
心
の
ど
こ
か
で
肯
定

し
て
い
な
が
ら
口
に
す
る
と
き
、
ま
た
、
活
字
に
す
る
場
合
旧
地
名
に
こ

だ
わ
っ
て
い
る
の
は
や
は
り
樺
太
を
故
郷
と
し
て
自
負
し
て
い
る
か
ら
だ

ろ
う
と
思
う
。

同
書
は
、
戦
前
の
地
名
研
究
の
記
述
を
集
約
し
、
学
校
や
里
程
な
ど
の
地
域

情
報
と
合
わ
せ
た
資
料
集
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
日
本
領
時
代
の
地
名
に
つ

い
て
、
広
域
地
名
か
ら
字
名
ま
で
の
読
み
方
を
調
査
し
て
お
り
、「
例
え
ば
私
の

郷
里
恵
須
取
を
エ
ス
ト
ル
と
呼
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
、
エ
ス
ト
リ
、
エ
ス
ト
ロ
、
エ

シ
ト
リ
な
ど
と
呼
ば
れ
た
り
、
敷
香
が
シ
ス
カ
と
呼
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
、
シ
キ
カ
、

シ
ク
カ
、
シ
ッ
カ
と
呼
ば
れ
た
り
す
る
な
ど
」、
様
々
な
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
た

が
、
文
献
と
当
時
の
住
民
や
役
場
関
係
者
か
ら
確
認
で
き
た
公
的
な
読
み
方
を

収
録
し
て
い
る
82

。

結
び
に
か
え
て

日
露
戦
争
に
よ
り
再
び
日
本
が
支
配
し
た
南
樺
太
は
、
ロ
シ
ア
帝
国
と
共
有

す
る
「
雑
居
地
」
や
、
先
住
民
族
と
の
交
易
地
で
は
な
く
、
日
本
の
行
政
下
に

あ
る
領
土
と
し
て
再
構
築
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
日
露
戦
争
時
に
、
ロ
シ
ア
語
地

名
と
と
も
に
排
除
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
ア
イ
ヌ
語
地
名
が
重
視
さ
れ
、
ア
イ
ヌ
語

地
名
を
持
つ
こ
と
が
従
来
か
ら
の
日
本
領
で
あ
る
証
し
と
な
っ
た
。
北
海
道
が

ア
イ
ヌ
語
地
名
で
あ
る
こ
と
が
「
日
本
領
」
の
先
例
に
な
っ
た
と
い
え
る
が
、

漢
字
表
記
に
語
音
の
保
存
が
図
ら
れ
た
と
は
い
え
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
日

本
人
住
民
の
社
会
で
は
共
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

昭
和
期
に
は
広
ま
っ
た
郷
土
研
究
で
は
、
地
名
が
基
本
的
な
研
究
対
象
で

あ
っ
た
こ
と
が
、
移
住
し
た
日
本
人
住
民
に
と
っ
て
は
異
文
化
で
あ
っ
た
ア
イ

ヌ
語
を
郷
土
文
化
と
し
て
受
け
入
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

本
論
で
は
個
々
の
地
名
の
分
析
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
選
定
と
そ
の
背
景

に
あ
る
歴
史
研
究
に
は
、
樺
太
に
向
け
た
日
本
人
の
領
土
意
識
が
反
映
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

す
ず
き

じ
ん
・
歴
史
地
域
文
化
学
専
攻
）

注

（『
樺
太
日
日
新
聞
』
は
『
樺
日
』
と
略
す
）

一
九
四
五
年
以
降
の
文
献
の
発
行
年
は
一
部
を
西
暦
の
み
と
し
た
。

１

幕
府
の
「
元
禄
国
絵
図
」
作
成
の
た
め
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
に
松
前
藩
が

提
出
し
た
「
松
前
島
図
」
に
は
、
蝦
夷
地
、
千
島
列
島
と
と
も
に
樺
太
も
「
か
ら

ふ
と
嶋
」
と
各
地
の
地
名
も
平
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
。
寛
政
十
一
年
（
一
七
九

九
）
の
蝦
夷
地
の
第
一
次
幕
府
領
期
か
ら
片
仮
名
、
漢
字
の
表
記
が
み
ら
れ
る
。

２

「
四
月
十
一
日
在
府
箱
館
奉
行
所
上
申
書

老
中
へ

蝦
夷
地
國
名
撰
定
並
驛
路

開
通
の
件
」『
大
日
本
古
文
書

幕
末
外
国
関
係
文
書
』十
巻
百
八
十
六
号
四
八
五

頁
。
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
か
ら
「
蝦
夷
志
料
」
を
編
纂
し
た
前
田
夏
蔭
に
よ

り
、日
本
語
の
古
語
に
よ
る
解
明
を
中
心
と
し
た
研
究
も
あ
る
。「
前
田
夏
蔭
の「
公

務
ニ
有
益
之
学
」
幕
末
期
に
お
け
る
考
証
派
国
学
者
の
動
向
」『
日
本
歴
史
』
第
八

〇
四
号
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
五
月
、
八
十
四
〜
九
十
三
頁
参
照
。

３

「
樺
太
島
地
名
分
界
等
ノ
件
」『
開
拓
使
公
文
録
八

部
門
地
方
・
戸
籍
・
社
寺
・

非
常
・
樺
太
事
件

明
治
三
年
ノ
六
』
簿
書
件
名
簿
二
十
六
、
北
海
道
立
文
書
館

所
蔵
（
請
求
番
号
「
簿
書/5482

」）。
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４

「
樺
太
各
所
地
名
規
定
ノ
件
」『
樺
太
支
庁
簿
書
抄
録

弐
十
七

民
事
之
部

明

治
六
年
』
簿
書
件
名
簿
八
一
三
、
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
（
請
求
番
号
「
簿
書/

6288
」）。

５

読
み
は
前
掲
の
「
樺
太
各
所
地
名
規
定
ノ
件
」
に
記
載
さ
れ
た
振
り
仮
名
に
よ
る
。

６

水
路
告
示
一
六
五
九
号
第
四
七
四
七
項
「
地
名
ノ
改
称
」『
官
報
』
第
六
五
九
九
号

（
大
蔵
省
印
刷
局
、
明
治
三
十
八
年
六
月
三
十
日
）一
二
九
〇
頁
。
シ
ー
ボ
ル
ト
著

『
日
本
』
に
よ
り
間
宮
林
蔵
の
功
績
を
記
し
て
名
付
け
ら
れ
た
「S

tr.M
am
ia seto

」

（
間
宮
の
瀬
戸
）
は
タ
タ
ー
ル
海
峡
（
韃
靼
海
峡
）
最
狭
部
の
海
域
名
で
あ
っ
た
。

７

旧
称
・
改
称
の
表
記
は
『
地
学
雑
誌
』
第
十
七
年
第
八
号
（
東
京
地
学
協
会
、
明

治
三
十
八
年
八
月
）
の
「
雑
報
」
内
「
樺
太
占
領
地
陸
上
地
名
の
改

」
よ
り
。

８

田
中
阿
歌
麻
呂
（
一
八
六
九
〜
一
九
四
四
）、
湖
沼
・
湖
岸
地
域
の
研
究
者
、『
地

学
雑
誌
』
編
集
者
、
華
族
女
学
校
教
授
。

９

「
樺
太
占
領
地
陸
上
地
名
の
改

」『
地
学
雑
誌
』
第
十
七
年
第
八
号
、
東
京
地
学

協
会
、
明
治
三
十
八
年
八
月
、
六
〇
一
頁
「
雑
報
」
内
。

10

前
身
の
水
路
寮
か
ら
海
図
に
記
入
す
る
地
名
の
選
定
が
実
施
さ
れ
た
。
明
治
二
十

一
年
に
制
定
さ
れ
た
水
路
部
条
例
の
第
一
条
に
は
「
水
路
ヲ
測
量
シ
兵
要
及
一
般

ノ
海
図
ヲ
調
製
シ
水
路
誌
ヲ
編
纂
」
と
あ
り
、
告
示
は
こ
の
図
誌
の
地
名
改
称
と

し
て
発
表
さ
れ
た
。

11

近
藤
重
蔵
（
一
七
七
一
〜
一
八
二
九
）
は
、
寛
政
十
一
年
の
第
一
次
蝦
夷
地
幕
府

領
化
に
向
け
て
活
動
し
た
幕
臣
。
蝦
夷
地
の
地
誌
調
査
や
国
後
島
・
択
捉
島
の
開

発
を
指
導
し
た
。
蝦
夷
地
・
国
後
島
・
択
捉
島
の
実
地
調
査
に
赴
い
た
た
め
、
明

治
期
に
は
探
検
家
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
樺
太
に
は
渡
っ
て
い
な
い
。

12

水
路
告
示
一
六
六
八
号
第
四
七
七
三
項
「
地
名
ノ
改
称
」『
官
報
』
第
六
六
〇
九
号

（
明
治
三
十
八
年
七
月
十
二
日
）
五
〇
三
頁
。

13

「
樺
太
コ
ル
サ
コ
フ
の
改

」『
地
学
雑
誌
』第
十
七
年
第
九
号
、
東
京
地
学
協
会
、

明
治
三
十
八
年
十
月
、
六
七
八
頁
「
雑
報
」
内
。

14

「
満
発
第
六
八
〇
六
号

樺
太
地
名
改
称
ノ
否
認
」『
明
治
卅
七
八
年
戦
役
陸
軍
政

史
』
第
八
巻
（
陸
軍
省
、
明
治
四
十
四
年
）、
復
刻
版
（
湘
南
堂
書
店
、
昭
和
五
十

八
年
）
一
九
八
頁
。

15

前
掲
、「
樺
太
コ
ル
サ
コ
フ
の
改

」『
地
学
雑
誌
』
第
十
七
年
第
九
号
、
東
京
地

学
協
会
、
明
治
三
十
八
年
十
月
、
六
七
八
頁
。

16

「
明
治
三
十
八
年
八
月
八
日
史
談
会
に
於
て
外
崎
覚
君
臨
席
樺
太
探
険
並
勤
王
先

哲
に
就
て
」『
史
談
速
記
録
』
第
百
三
十
二
輯
、
史
談
会
、
明
治
四
十
五
年
六
月
、

二
十
七
〜
二
十
八
頁
。
外
崎
覚
（
一
八
五
九
〜
一
九
三
二
）
は
、
漢
学
者
・
歴
史

家
、
文
部
省
・
宮
内
省
に
勤
務
し
、
明
治
維
新
資
料
の
調
査
に
あ
た
る
。

17

小
川
琢
治
（
一
八
七
〇
〜
一
九
四
一
）、
京
都
帝
国
大
学
教
授
、
地
理
学
・
地
質
学

講
座
担
当
。

18

小
川
琢
治
「
樺
太
島
占
領
と
地
名
の
命
名
法
」『
地
学
雑
誌
』
第
十
七
年
第
八
号
、

東
京
地
学
協
会
、
明
治
三
十
八
年
八
月
、
五
八
八
頁
「
雑
報
」。

19

「
再
び
樺
太
地
名
改
称
に
就
て
」『
時
事
新
報
』
明
治
三
十
八
年
七
月
十
九
日
。
談

話
の
み
が
「
肝
付
少
将
の
樺
太
談
」『
朝
日
新
聞
』
明
治
三
十
八
年
七
月
二
十
日
に

掲
載
さ
れ
、『
時
事
新
報
』の
記
事
と
の
字
句
の
違
い
が
あ
る
が
内
容
は
同
じ
も
の

で
あ
る
。

20

岡
部
精
一（
一
八
六
八
〜
一
九
二
〇
）、
陸
軍
編
修
官
、
文
部
省
維
新
史
料
編
纂
事

務
局
の
常
置
編
纂
員
。

21

岡
部
精
一
「
一
家
言

樺
太
の
地
名
改
称
に
つ
い
て
」『
読
売
新
聞
』
明
治
三
十
八

年
七
月
二
十
七
・
二
十
八
日
。
こ
の
記
事
は
『
歴
史
地
理
』
第
七
巻
第
八
号
（
日

本
歴
史
地
理
研
究
会
、
明
治
三
十
八
年
八
月
）六
三
六
〜
六
四
一
頁
に
転
載
さ
れ
、

『
世
界
』
十
五
号
（
京
華
日
報
社
、
明
治
三
十
八
年
八
月
）
五
一
四
〜
五
一
六
頁
に

も
「
樺
太
の
地
名
改
称
に
就
て
海
軍
当
路
者
の
反
省
を
促
す
」
の
改
題
で
転
載
さ

れ
た
。

22

明
治
三
十
八
年
五
月
八
日
に
公
布
さ
れ
た
こ
の
勅
令
に
よ
り
占
領
地
域
で
の
統
治

体
制
が
整
え
ら
れ
、
八
月
二
十
八
日
に
樺
太
軍
司
令
官
発
令
の
軍
令
第
一
号
に
よ

り
樺
太
民
政
署
が
開
設
さ
れ
る
。

23

坪
井
九
馬
三（
一
八
五
八
〜
一
九
三
六
）、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
教
授
、
史
学

地
理
学
講
座
担
当
。
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24

坪
井
九
馬
三
「
樺
太
地
名
名
称
に
つ
い
て
」『
歴
史
地
理
』
第
七
巻
第
九
号
（
日
本

歴
史
地
理
研
究
会
、
明
治
三
十
八
年
九
月
）
七
一
九
〜
七
二
一
頁
。
坪
井
が
熊
谷

に
書
簡
を
送
っ
た
こ
と
は
「
樺
太
地
名
変
更
注
意
」『
朝
日
新
聞
』
八
月
十
八
日
で

報
じ
ら
れ
た
。

25

「
樺
太
地
名
調
査
談

栃
内
技
師
の
談
話
」『
樺
日
』
明
治
四
十
四
年
三
月
二
十
九

日
。

26

前
掲
「
樺
太
地
名
調
査
談

栃
内
技
師
の
談
話
」。

27

前
掲
、「
樺
太
地
名
調
査
談

栃
内
技
師
の
談
話
」。
文
中
の
括
弧
も
原
文
の
と
お

り
。
な
お
原
文
で
は
条
項
の
「（
ヘ
）」
の
次
が
再
び
「（
ハ
）」
と
な
っ
て
い
る
が
、

明
ら
か
な
誤
字
で
あ
り
、
本
論
で
の
引
用
の
都
合
に
よ
り
「（
ト
）」
に
修
正
し
た
。

28

千
徳
太
郎
治『
樺
太
ア
イ
ヌ
叢
話
』（
市
光
堂
、
昭
和
四
年
、
三
十
三
〜
三
十
四
頁
）

に
依
る
と
一
ノ
澤
は
「
ウ
ン
ラ
」、
二
ノ
澤
は
「
チ
シ
ナ
イ
ボ
又
ト
マ
ユ
ナ
イ
」、

三
ノ
澤
は
「
エ
ン
ル
モ
ロ
」
の
ア
イ
ヌ
語
地
名
が
あ
っ
た
。

29

明
治
七
年
に
内
務
省
が
「
全
国
道
国
郡
村
市
港
湾
等
之
名
称
」
集
約
の
た
め
各
地

に
資
料
の
提
出
を
求
め
た
こ
と
か
ら
、
開
拓
使
で
は
、
そ
の
直
前
に
支
庁
、
町
村

へ
漢
字
二
字
化
の
方
針
を
通
達
し
た
。
北
海
道
で
の
地
名
表
記
の
政
策
に
つ
い
て

は
山
田
伸
一「
ア
イ
ヌ
語
地
名
は
ど
う
書
き
換
え
ら
れ
た
か
」『
近
代
北
海
道
と
ア

イ
ヌ
民
族

狩
猟
規
制
と
土
地
問
題
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）を

参
照
と
し
た
。

30

西
久
保
豊
一
郎
少
佐
は
明
治
三
八
年
七
月
、
樺
太
攻
略
軍
第
十
三
師
団
歩
兵
第
五

十
連
隊
第
一
大
隊
長
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
ダ
リ
ネ
ー
（
豊
原
郊
外
、
の
ち
に
軍
川

と
呼
ば
れ
る
）
で
の
戦
闘
で
戦
死
し
た
。
伝
記
に
上
田
光

『
樺
太
領
有
之
先
駆

者
西
久
保
少
佐
』（
樺
太
教
育
会
、
昭
和
七
年
）
が
あ
る
。

31

「
雑
款
（
２
）
明
治
四
十
年
十
一
月
十
一
日

樺
太
地
名
ニ
関
ス
ル
件
」JA

C
A
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）R

ef.
C
06091939400

、
明
治
四
十
年
公
文
備
考

巻
60
土
木
13
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）
に
は
、
内
務
省
か
ら
の
問
合
せ
に
対
し
、

「
当
省
ノ
希
望
」
と
し
て
選
定
案
に
「
海
図
ニ
記
入
発
布
済
」
と
北
海
道
に
も
あ
る

地
名
を
「
他
字
ニ
改
メ
テ
如
何
」
の
付
箋
を
貼
り
回
答
し
て
い
る
。

32

す
で
に
海
図
に
記
入
さ
れ
て
い
た
水
路
部
に
よ
る
地
名
は
変
更
さ
れ
ず
、
詳
細
な

樺
太
地
図
に
は
近
藤
岬
、
重
蔵
岬
な
ど
が
カ
ッ
コ
書
き
で
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
水
路
部
が
湾
名
と
し
た
艦
名
由
来
の
「
千
歳
」
は
、
大
正
四
年
の
郡
町

村
編
制
の
際
、
亜
庭
湾
沿
岸
部
の
村
名
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

33

『
官
報

第
七
四
二
五
号
』
明
治
四
十
一
年
三
月
三
十
一
日
、
四
十
四
頁
。

34

『
官
報

第
七
六
三
七
号
』
明
治
四
十
一
年
十
二
月
九
日
、
二
頁
。

35

栃
内
壬
五
郎
（
一
八
七
二
〜
一
九
四
二
）
は
札
幌
農
学
校
を
卒
業
し
、
北
海
道
庁

に
入
り
、
拓
殖
課
長
を
務
め
た
。
明
治
三
十
八
年
の
領
有
当
初
に
樺
太
民
政
署
の

嘱
託
と
な
り
農
業
・
殖
民
調
査
に
あ
た
る
。
明
治
四
十
年
に
樺
太
庁
の
拓
殖
課
長

と
な
り
、
大
正
二
年
ま
で
務
め
る
。
室
蘭
に
入
植
し
た
添
田
五
郎
の
四
男
で
あ
り
、

経
済
学
者
野
呂
栄
太
郎
の
伯
父
に
あ
た
る
。
経
歴
は
岡
田
虎
輔
編
輯
『
故
栃
内
壬

五
郎
君
追
悼
集
』（
三
省
堂
、
昭
和
十
三
年
）
参
照
。

36

「
地
名
改
正
一
例
」『
樺
日
』
明
治
四
十
四
年
三
月
二
十
九
日
。

37

ウ
ラ
ジ
ミ
ロ
フ
カ
と
豊
原
の
都
市
の
連
続
性
や
成
り
立
ち
を
研
究
し
た
井
澗
裕

「
ウ
ラ
ジ
ミ
ロ
フ
カ
か
ら
豊
原
へ
｜

ユ
ジ
ノ

サ
ハ
リ
ン
ス
ク
（
旧
豊
原
）
に
お

け
る
初
期
市
街
地
の
形
成
過
程
と
そ
の
性
格
｜

」（『「
ス
ラ
ブ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
学

の
構
築
」
研
究
報
告
集
』
第
五
集
、
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇

〇
四
年
）
に
お
い
て
も
「
新
し
い
農
業
移
住
地
域
の
拠
点
と
し
て
、
あ
る
種
の
願

望
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
地
名
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

38

「
マ
オ
カ
」
は
元
禄
十
三
年
の
『
松
前
島
郷
帳
』
に
「
ま
を
か
」
の
記
載
が
あ
り
、

日
本
側
の
資
料
で
確
認
さ
れ
る
最
古
の
地
名
で
は
あ
る
。
小
川
運
平
（
柳
坡
）
は

当
初
、
そ
の
著
書
『
満
洲
及
樺
太
』（
博
文
館
、
明
治
四
十
三
年
）
で
は
語
源
の
断

定
は
避
け
、
大
陸
の
勢
力
が
及
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
樺
太
と
満
洲
の
地
名
研
究

と
史
跡
調
査
を
唱
え
て
い
る
（
二
五
九
〜
二
六
五
頁
）。
小
川
運
平
（
柳
坡
）
と
山

野
乙
助
（
天
海
）
の
論
争
は
、
山
野
が
『
樺
日
』
明
治
四
十
四
年
二
月
十
六
日
掲

載
の
「
マ
ウ
カ
の
語
源
」
で
、
真
岡
の
旧
称
が
ア
イ
ヌ
語
地
名
「
エ
ン
ル
ン
コ
マ

ナ
イ
」で
あ
る
と
し
て
、
小
川
や
そ
の
他
の
語
源
説
を
否
定
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

三
月
十
日
に
は
小
川
が
『
樺
日
』
に
発
表
し
た
「
樺
太
に
関
す
る
新
説

真
岡
の
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名
は
大
陸
語
に
非
ざ
る
か
」
で
反
論
し
、
十
二
日
に
は
同
題
「
マ
ウ
カ
は
土
語
の

日
本
訛
に
非
ざ
る
可
し
」で
山
野
の
説
を
否
定
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
山
野
の「
柳

坡
先
生
に
復
す
」
が
同
月
十
八
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
全
五
回
『
樺
日
』
に
連
載

さ
れ
て
い
る
。

39

『
官
報

第
八
三
二
一
号
』
明
治
四
十
四
年
三
月
二
十
一
日
、
二
〜
九
頁
。

40

『
樺
太
庁
法
規
』
下
巻
、
樺
太
庁
長
官
官
房
調
査
課
編
、
昭
和
九
年
、「
第
十
八
類

地
理
土
木

第
一
章
地
理
」
六
〜
九
頁
。

41

前
掲
、『
樺
太
庁
法
規
』下
巻
、
九
〜
十
一
頁
。
樺
太
庁
告
示
に
よ
り
、
明
治
四
十

五
年
五
月
十
八
日
の
第
四
十
五
号
で
十
一
ヶ
所
、
大
正
元
年
九
月
六
日
の
第
十
号

で
十
三
ヶ
所
、
大
正
二
年
一
月
二
十
三
日
の
第
十
一
号
で
、
河
川
と
岬
三
十
四
ヶ

所
が
選
定
さ
れ
、
大
正
四
年
二
月
二
十
八
日
の
第
十
六
号
で
、
俗
称
地
名
七
ヶ
所

が
公
称
地
名
と
な
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
八
年
八
月
十
日
の
樺
太
庁
告
示
第
百
五
十

四
号
に
よ
り
、
水
路
部
選
定
の
「
東
伏
見
湾
」
が
「
亜
庭
湾
ノ
一
部
對
馬
岬
以
北

一
帯
ノ
海
面
」
の
公
称
地
名
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。

42

「
樺
太
地
名
の
改
正
」『
北
斗
』
第
二
年
四
号
、
北
斗
社
、
明
治
四
十
四
年
四
月
、

三
十
四
頁
。

43

永
田
方
正
「
樺
太
地
名
の
改
正
に
付
て
」『
北
斗
』
第
二
年
四
号
、
北
斗
社
、
明
治

四
十
四
年
八
月
、
四
十
一
頁
。

44

前
掲
、
山
田
伸
一「
ア
イ
ヌ
語
地
名
は
ど
う
書
き
換
え
ら
れ
た
か
」『
近
代
北
海
道

と
ア
イ
ヌ
民
族

狩
猟
規
制
と
土
地
問
題
』
三
八
九
〜
三
九
二
頁
参
照
。
引
用
文

の
原
出
典
は
『
北
海
道
庁
公
報
』
一
九
三
七
年
四
月
十
日
付
掲
載
の
北
海
道
庁
拓

殖
部
か
ら
各
支
庁
長
宛
通
牒
よ
り
。

45

事
例
と
し
て
、
樺
太
庁
の
政
策
に
よ
り
豊
原
支
庁
管
内
の
ア
イ
ヌ
民
族
が
集
住
さ

せ
ら
れ
た
栄
浜
村
の
「
シ
ル
ト
ル
」（
俗
称
）
地
域
は
、
東
海
岸
に
同
名
の
「
知
取
」

が
あ
る
た
め
、「
白
浜
」
と
な
る
。
改
称
当
時
の
発
表
（「
土
人
集
合
部
落
は
白
濱

部
落
と
命
名
さ
れ
た
」『
樺
日
』大
正
十
年
九
月
六
日
）で
は
日
本
語
訳
と
あ
る
が
、

本
論
で
取
り
上
げ
た
地
名
解
で
は
「
道
の
中
間
」
の
意
味
と
し
て
お
り
、
正
し
い

訳
と
は
い
え
な
い
。

ま
た
、
西
海
岸
の
三
浜
村
は
、
三
ヶ
所
の
浜
集
落
を
総
括
し
て
名
付
け
ら
れ
た
が
、

役
場
所
在
地
の
字
「
珍
内
」
に
市
街
地
が
形
成
さ
れ
て
有
名
に
な
り
、
昭
和
十
六

年
に
一
級
町
村
の
町
制
が
施
行
さ
れ
る
際
、
珍
内
町
と
改
称
さ
れ
た
。

46

「
樺
太
地
名
改
称
に
就
て
」『
時
事
新
報
』
明
治
三
十
八
年
七
月
十
八
日
。

47

神
保
小
虎
「
カ
ラ
フ
ト
の
ア
イ
ヌ
地
名
に
関
す
る
仮
の
説
明
」『
歴
史
地
理
』
第
六

巻
第
九
号
、
日
本
地
理
学
会
、
明
治
三
十
七
年
九
月
、
一
〜
十
二
頁
。「
余
が
カ
ラ

フ
ト
地
名
解
に
関
す
る
某
先
輩
の
訂
正
」『
歴
史
地
理
』第
八
巻
第
八
号
、
明
治
三

十
九
年
八
月
、
四
〜
六
頁
。

48

永
田
方
正
「
樺
太
の
地
名
に
就
て
」『
北
斗
』
第
一
年
二
号
（
北
斗
社
、
明
治
四
十

三
年
十
二
月
）
か
ら
第
二
号
四
巻
（
明
治
四
十
四
年
四
月
）
ま
で
五
回
連
載
。

49

小
川
運
平
（
一
八
七
八
〜
一
九
三
五
）
明
治
四
十
二
年
に
樺
太
庁
の
嘱
託
と
し
て

「
ヤ
エ
ン
コ
ロ
ア
イ
ヌ
文
書
」（
樺
太
ア
イ
ヌ
惣
乙
名
の
家
に
伝
え
ら
れ
た
満
州
語

と
漢
文
の
文
書
）
の
調
査
に
取
り
組
み
、『
満
洲
及
樺
太
』（
博
文
館
、
明
治
四
十

三
年
）、『
日
本
と
大
陸
』（
北
駸
學
會
、
大
正
十
一
年
）な
ど
、
樺
太
と
北
東
ア
ジ

ア
史
の
論
考
を
出
版
し
て
い
る
。
経
歴
は
黒
竜
会
編
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
』
下

巻
（
黒
竜
会
出
版
部
、
昭
和
十
一
年
）
の
「
列
伝
」
一
六
六
〜
一
六
七
頁
参
照
。

50

小
川
運
平
「
樺
太
地
名
研
究
」『
樺
日
』
大
正
元
年
十
月
一
日
。

51

葛
西
猛
千
代
『
樺
太
土
人
研
究
資
料
』
昭
和
三
年
発
行
、
例
言
一
〜
二
頁
。

52

葛
西
猛
千
代
「
樺
太
土
人
に
就
て
」『
樺
日
』
昭
和
四
年
八
月
二
十
九
日
。
不
定
期

連
載
。
葛
西
の
記
事
は
雑
誌
『
樺
太
』
や
『
樺
太
時
報
』
に
も
掲
載
さ
れ
る
。

53

千
徳
太
郎
治
『
樺
太
ア
イ
ヌ
叢
話
』
市
光
堂
、
昭
和
四
年
（
複
製
版

河
野
本
道

選
『
ア
イ
ヌ
史
資
料
集
』
第
六
巻
樺
太
編
収
録
、
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、

一
九
八
〇
年
）。

54

会
の
活
動
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
菱
沼
右
一
と
樺
太
郷
土
会
」『
北
海
道
の
文
化
』
七

十
九
号
（
北
海
道
文
化
財
保
護
協
会
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

55

「
西
海
岸
の
黄
金
時
代
」『
樺
日
』
昭
和
四
年
八
月
二
十
九
日
。

56

『
樺
太
の
地
名
』
樺
太
郷
土
会
、
昭
和
五
年
八
月
発
行
、
菱
沼
右
一
「
自
序
」
一
頁
。

57

「
社
説

樺
太
文
献
欄
設
置
」『
樺
日
』
昭
和
四
年
九
月
二
十
七
日
。
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58

菱
沼
右
一
「
社
説

樺
太
文
献
欄
設
置
」『
樺
日
』
昭
和
四
年
九
月
二
十
七
日
。

59

菱
沼
右
一
「
富
内
か
ら
落
帆
へ
三

ト
ン
ナ
イ
シ
ヤ
の
夜
」『
樺
日
』
昭
和
五
年
一

月
十
九
日
。

60

「
郷
土
会
の
活
躍
と
そ
の
実
践
と
人
物
四
」『
樺
日
』昭
和
五
年
十
一
月
二
十
一
日
。

61

「
社
説

ア
イ
ヌ
語
研
究
の
勃
興
時
代
」『
樺
日
』
昭
和
五
年
八
月
一
日
。

62

菱
沼
は
昭
和
四
年
十
月
に
「
樺
太
の
地
名
の
意
義
と
内
地
の
地
名
」
を
『
樺
日
』

に
連
載
し
て
お
り
、
の
ち
に
『
中
央
情
報
』
に
も
連
載
し
、
昭
和
十
四
年
十
一
月

に
は
『
ア
イ
ヌ
語
よ
り
み
た
日
本
地
名
新
研
究
（
江
戸
以
前
の
東
京
）』
を
自
ら
が

経
営
す
る
中
央
情
報
社
か
ら
発
行
す
る
。
昭
和
十
三
年
六
月
に
は
同
社
か
ら
樺
太

の
地
名
解
と
観
光
情
報
を
合
わ
せ
た
『
樺
太
案
内
地
名
の
旅
』
も
発
行
し
て
い
る
。

63

藤
井
尚
治
は
、
昭
和
十
二
年
刊
行
の
『
奇
説
新
学
説
考
』（
日
本
書
荘
）
に
「
ア
イ

ヌ
語
は
日
本
の
歴
史
地
理
研
究
の
鍵
」「
先
住
民
族
の
言
語
か
ら
み
た
有
史
以
前
の

関
係
」
の
項
を
設
け
、
昭
和
十
八
年
刊
行
の
『
日
本
古
代
語
寶
灯
燈
』（
日
本
思
想

研
究
会
）
で
は
「
第
二
章

古
代
語
研
究
の
方
法
」
に
「
ア
イ
ヌ
語
は
古
代
語
の

宝
庫
な
り
」
の
論
考
を
発
表
す
る
。

64

西
鶴
定
嘉
に
つ
い
て
は
、
拙
稿「
西
鶴
定
嘉

樺
太
史
を
綴
っ
た
生
涯
」『
北
海
道

の
文
化
』
八
十
号

北
海
道
文
化
財
保
護
協
会
、
二
〇
〇
八
年
。
池
田
裕
子
「
樺

太
庁
師
範
学
校
に
お
け
る
樺
太
史
教
育
」『
日
本
の
教
育
史
学
』教
育
史
学
紀
要
第

五
二
集
、
二
〇
〇
九
年
を
参
照
。

65

西
鶴
定
嘉
「
樺
太
史
の
栞
を
脱
稿
し
て
」『
樺
太
時
報
』
第
二
十
八
号
、
樺
太
庁
、

昭
和
十
四
年
八
月
、
一
一
一
頁
。

66

『
地
理
教
材
研
究
』
第
七
輯
、
目
黒
書
店
、
大
正
十
五
年
一
月
、
十
〜
七
十
二
頁
。

地
理
教
材
研
究
会
の
学
会
誌
。

67

葛
西
と
と
も
に
協
力
者
と
な
っ
た
「
木
村
助
蔵
」
は
ブ
ロ
ニ
ス
ワ
フ
・
ピ
ウ
ス
ツ

キ
の
長
男
の
木
村
助
蔵
と
思
わ
れ
る
。

68

掲
載
日
は
不
明
だ
が
昭
和
二
年
に
発
行
さ
れ
た
樺
太
庁
医
官
の
屋
代
周
二
編
『
樺

太
ア
イ
ヌ
の
研
究
（
特
に
人
口
減
少
問
題
に
就
い
て
）』
の
参
考
文
献
に
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

69

西
鶴
定
嘉
「
樺
太
地
名
研
究
」『
樺
太
教
育
』
第
四
巻
第
三
号
（
御
大
典
記
念
号
）、

樺
太
教
育
会
、
昭
和
三
年
十
二
月
、
一
六
六
〜
一
八
六
頁
。
小
樽
商
科
大
学
附
属

図
書
館
所
蔵
。
同
誌
に
は
昭
和
四
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
「
樺
太
の
地
名
研
究
」

を
連
載
し
て
い
る
。

70

西
鶴
定
嘉
「
樺
太
地
名
の
研
究
」
は
『
樺
太
時
報
』
第
五
十
三
号
（
樺
太
庁
、
昭

和
十
六
年
九
月
）
に
掲
載
。『
樺
太
中
等
学
校
学
術
研
究
会
論
文

第
一
輯
』
と
し

て
抜
刷
あ
り
。

71

永
田
方
正
「
樺
太
の
地
名
に
就
て
（
四
）」『
北
斗
』
第
二
年
三
月
号
、
明
治
四
十

四
年
三
月
発
行
、
二
十
二
頁
。
実
際
に
は
「
ア
ニ
ワ
」
は
ア
ジ
ア
と
ア
メ
リ
カ
の

間
に
あ
る
と
さ
れ
た
「
ア
ニ
ア
ン
海
峡
」（S

tretto
 
d
i A

n
ian

）
か
ら
、
一
六
四

三
年
に
蝦
夷
地
・
樺
太
の
東
岸
部
を
調
査
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
航
海
士
フ
リ
ー
ス

（M
aerten G

erritsz d
e V

ries

）
に
よ
り
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

72

西
鶴
定
嘉
「
樺
太
地
名
研
究
」『
樺
太
教
育
』
第
四
巻
第
三
号
、
樺
太
教
育
会
、
昭

和
三
年
十
二
月
発
行
、
一
七
一
頁
。
な
お
原
名
「
ク
シ
ュ
ン
コ
タ
ン
」
の
地
名
に

つ
い
て
も
、
文
化
七
年
に
日
本
人
が
ア
イ
ヌ
語
に
倣
っ
て
命
名
し
た
と
い
う
逸
話

が
あ
っ
た
が
、
西
鶴
に
よ
り
寛
政
二
年
の
資
料
で
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
否
定

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
承
は
山
野
乙
助（
天
海
）「
口
碑
に
遺
る
樺
太
古
跡
譚（
八
）

九
春
古
丹
の
地
名
起
源
」『
樺
日
』
大
正
四
年
八
月
十
四
日
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

73

藤
井
尚
治「
樺
太
地
名
考

考
証
に
対
す
る
投
書
」『
樺
日
』昭
和
九
年
七
月
十
日
。

「
ウ
ラ
ジ
ミ
ロ
フ
カ
」
の
訳
し
方
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
に
も
福
家
勇
「
樺
太
地
名

の
発
生
（
一
）」『
樺
太
』（
樺
太
社
、
昭
和
九
年
十
月
発
行
、
一
五
一
頁
）
に
よ
り

「
ウ
ラ
ヂ
は
所
有
す
る
意
、
ミ
ル
は
平
和
、
フ
カ
は
名
詞
で
あ
る
。
故
に
平
和
な
る

所
と
訳
す
る
の
が
直
訳
で
、
そ
れ
を
豊
原
と
し
た
ま
で
ゞ
あ
る
」
と
い
う
説
も
出

さ
れ
て
い
る
。

74

藤
井
尚
治
「「
豊
原
」
と
「
楠
渓
」
と
」『
樺
太
時
報
』
第
三
十
七
号
、
樺
太
社
、

昭
和
十
五
年
四
月
発
行
、
九
六
頁
。

75

ソ
連
の
地
名
改
称
に
つ
い
て
は
、
松
井
憲
明
「
戦
後
サ
ハ
リ
ン
に
お
け
る
集
落
の

改
称
に
つ
い
て
」『
旭
川
大
学
紀
要
』
第
三
十
九
号
（
一
九
九
四
年
十
二
月
）、
エ
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北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

研
究
論
集

第
十
六
号



レ
ー
ナ
・
サ
ヴ
ェ
ー
リ
エ
ヴ
ァ
著
小
山
内
道
子
訳
『
日
本
領
樺
太
・
千
島
か
ら
ソ

連
領
サ
ハ
リ
ン
州
へ

一
九
四
五
年
｜

一
九
四
七
年
』（
成
文
社
、二
〇
一
五
年
）

の
「
地
名
の
変
更

日
本
語
名
か
ら
ロ
シ
ア
語
名
へ
」
を
参
照
。

76

昭
和
四
十
五
年
発
行
の
『
日
本
と
北
方
領
土
』、
昭
和
四
十
九
年
発
行
の
『
南
カ
ラ

フ
ト
及
北
・
中
千
島
返
還
要
求
論
』
な
ど

77

言
語
学
者
知
里
眞
志
保
は
、
昭
和
十
五
年
に
豊
原
高
等
女
校
教
諭
の
嘱
託
と
し
て

赴
任
し
、
隣
接
す
る
樺
太
庁
博
物
館
の
民
俗
部
門
の
技
術
員
も
務
め
た
。
博
物
館

で
は
島
内
の
研
究
者
と
の
共
同
調
査
や
、
葛
西
猛
千
代
の
記
録
を
整
理
し
て
、
樺

太
庁
博
物
館
叢
書
第
九
編
『
樺
太
ア
イ
ヌ
の
民
俗
』（
昭
和
十
八
年
十
二
月
）
を
ま

と
め
た
。
知
里
は
昭
和
十
八
年
に
北
海
道
帝
国
大
学
北
方
文
化
研
究
室
の
嘱
託
と

な
り
、
樺
太
を
後
に
し
た
。

78

佐
々
木
弘
太
郎
は
大
正
十
二
年
に
樺
太
西
海
岸
の
広
地
村
に
生
れ
、
豊
北
農
林
学

校
を
卒
業
、
北
部
軍
樺
太
野
戦
臨
時
貨
物
廠
に
勤
務
す
る
。
昭
和
十
六
年
か
ら
知

里
と
の
交
流
が
あ
り
、
知
里
の
調
査
に
同
行
し
、
筆
録
し
た
説
話
は
樺
太
庁
博
物

館
の
報
告
や
関
係
者
の
著
書
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
二
年
の「
引
揚
」

に
よ
り
北
海
道
に
移
住
す
る
。
戦
後
は
病
身
で
の
研
究
活
動
と
な
り
、
昭
和
四
十

年
に
逝
去
。
佐
々
木
弘
太
郎
『
樺
太
ア
イ
ヌ
語
地
名
小
辞
典
』
み
や
ま
書
房
、
昭

和
四
十
四
年
、
二
百
四
十
六
頁
「
年
譜
」
よ
り
。

79

前
掲
、
佐
々
木
弘
太
郎
『
樺
太
ア
イ
ヌ
語
地
名
小
辞
典
』
七
十
四
頁
。

80

前
掲
、
佐
々
木
弘
太
郎
『
樺
太
ア
イ
ヌ
語
地
名
小
辞
典
』
七
十
五
頁
。

81

著
者
の
西
村
巌
（
筆
名
・
い
わ
お
）
氏
は
、
当
時
、
全
国
樺
太
連
盟
北
海
道
支
部

の
事
務
局
長
で
あ
っ
た
が
、
同
書
は
個
人
の
著
作
と
し
て
編
纂
さ
れ
自
費
出
版
さ

れ
た
。
西
村
氏
の
著
作
に
は
、
樺
太
で
の
半
生
を
ま
と
め
た
自
伝
『
北
緯
五
十
四

度

樺
太
恵
須
取
育
ち
の
著
者
が
辿
っ
た
北
樺
太
オ
ハ
抑
留
記
』（
一
九
七
六
年
）

や
『
歌
集

樺
太
の
灯
』（
一
九
八
六
年
）、
小
学
校
の
同
級
生
（
朝
鮮
半
島
出
身

者
）
の
家
族
再
開
ま
で
の
通
信
を
ま
と
め
た
『
母
を
追
っ
て

離
散
サ
ハ
リ
ン
母

子
再
会
記
録
』（
一
九
九
一
年
）、
樺
太
で
新
聞
社
を
経
営
し
た
父
親
の
伝
記
『
西

村
秀
雄
（
東
䑓
）』（
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
。

82

同
書
に
つ
い
て
地
理
学
者
の
山
田
晴
通
は
『
地
理
学
評
論
』
第
六
十
八
号
（
日
本

地
理
学
会
、
一
九
九
五
年
、
一
二
八
〜
一
二
九
頁
）
の
書
評
に
お
い
て
「
南
樺
太

と
い
う
、『
日
本
地
名
大
辞
典
』か
ら
も
外
れ
た
地
域
を
対
象
に
、
旧
植
民
地
時
代

の
地
名
情
報
の
集
積
と
整
理
を
試
み
た
ア
マ
チ
ュ
ア
の
仕
事
で
あ
る
本
書
は
、
地

名
を
中
心
と
し
た
地
誌
的
記
述
と
し
て
、
ま
た
、
一
般
に
省
み
ら
れ
る
こ
と
の
少

な
い
（
あ
る
い
は
言
及
を
避
け
ら
れ
る
）
地
域
に
関
す
る
記
述
と
し
て
、
期
せ
ず

し
て
職
業
的
地
理
学
徒
に
対
す
る
痛
烈
な
問
題
提
起
」で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
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鈴
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